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は
じ
め
に

金
融
危
機
後
、
二
〇
〇
九
年
よ
り
欧
米
先
進
国
を
中
心
に
国
際
金
融
規
制
改
革
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
Ｇ
２０
首
脳
会
議
と
い
う
国
際
的

な
検
討
の
場
が
設
け
ら
れ
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
の
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
・
サ
ミ
ッ
ト（2008

G
20
W
ashington

sum
m
it

）以
降
、
二
〇
一
五

年
一
一
月
に
開
催
さ
れ
た
ア
ン
タ
ル
ヤ
・
サ
ミ
ッ
ト（2015
G
20
A
ntalya

sum
m
it

）
で
一
〇
回
を
数
え
て
い
る
。
そ
れ
に
歩
調
を
合
わ

せ
る
形
で
、
金
融
安
定
理
事
会
（Financial

Stability
B
oard：

FSB

）
や
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
（B

asel
C
om
m
ittee

on
B
anking

Supervision：
B
C
B
S

）
と
い
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
当
局
、
米
国
や
英
国
な
ど
先
進
諸
国
の
政
府
・
金
融
当
局
は
、
現
在
に
至
る
ま
で

国
際
金
融
市
場
や
金
融
機
関
に
対
す
る
法
規
制
の
強
化
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

近
年
の
金
融
危
機
は
、
金
融
機
関
の
み
な
ら
ず
多
様
な
市
場
参
加
者
に
よ
っ
て
、
複
数
の
経
路
を
経
て
発
生
し
た
。
二
度
と
「
一
〇
〇

年
に
一
度
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
悲
惨
な
危
機
を
起
こ
さ
な
い
と
い
う
強
い
意
思
の
下
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
本
格
化
し
た
国
際
金
融
規
制

改
革
に
お
い
て
は
、
大
規
模
金
融
機
関
や
ノ
ン
バ
ン
ク
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
主
体
、
多
様
な
金
融
市
場
が
規
制
対
象
と
な
っ
た
。
多

様
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
や
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
な
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
の
み
な
ら
ず
、
米
英
を
中
心
と
す
る
各
国
レ
ベ
ル
で
も
新

規
制
が
導
入
さ
れ
た
結
果
、
国
際
金
融
規
制
体
系
は
そ
れ
ま
で
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
に
複
雑
で
詳
細
な
も
の
と
な
っ
た
。
規
制

改
革
は
二
〇
〇
九
年
か
ら
七
年
を
経
た
が
、
主
要
な
規
制
テ
ー
マ
に
お
い
て
も
議
論
の
収
集
が
遅
れ
、
検
討
課
題
は
な
お
山
積
し
た
ま
ま

と
い
う
印
象
で
あ
る
。

一
方
こ
の
数
年
、
一
連
の
国
際
金
融
規
制
改
革
に
対
し
、
そ
の
内
容
や
効
果
に
疑
問
を
呈
す
る
声
や
そ
の
副
作
用
を
懸
念
す
る
見
解
が

相
次
い
で
い
る
。
例
え
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
、
各
国
レ
ベ
ル
と
別
々
に
進
む
規
制
改
革
は
、
い
わ
ゆ
る
規
制
ア
ー
ビ
ト
ラ
ー
ジ
を
誘
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発
す
る
と
い
っ
た
主
張
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
で
の
規
制
調
和
の
試
み
、
既
存
規
制
の
一
層
の
強
化
と
い
っ
た
改
革

の
方
向
性
は
、
刻
々
と
変
わ
り
ゆ
く
国
際
金
融
市
場
や
金
融
機
関
経
営
に
と
っ
て
適
切
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、R

iles
﹇
二
〇
一
四
﹈
は
、
重
要
な
金
融
規
制
を
国
際
的
に
統
一
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
各
国
内
の
政
治
的
・
経
済
的
な
利
害
衝
突
を
引
き
起

こ
し
、
規
制
上
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
退
化
す
る
と
説
い
て
い
る
。D
avies

﹇
二
〇
一
五
﹈
は
、
金
融
危
機
後
の
国
際
金
融
規
制
改
革
が

生
み
出
し
た
金
融
規
制
は
、
あ
ま
り
に
複
雑
か
つ
詳
細
に
な
り
す
ぎ
、
金
融
機
関
経
営
や
金
融
市
場
に
過
大
な
負
担
を
強
い
て
い
る
と
の

立
場
か
ら
、
金
融
機
関
の
経
営
陣
や
幹
部
社
員
に
対
し
、
報
酬
体
系
を
含
む
行
動
規
範
を
設
置
し
そ
の
監
視
を
受
け
る
と
と
も
に
、
違
反

行
為
な
ど
に
は
高
水
準
な
制
裁
措
置
を
用
意
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
近
年
の
金
融
危
機
を
引
き
起
こ
し
た
金
融
機
関
に
よ
る
過
度
な
リ
ス

ク
テ
イ
ク
の
根
本
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
そ
の
経
営
陣
・
幹
部
社
員
を
は
じ
め
当
該
役
職
員
に
よ
る
「
飽
く
な
き
（
金
銭
）
欲
」
だ
っ
た
の

で
あ
り
、
こ
れ
を
是
正
す
べ
く
、
金
融
機
関
に
お
け
る
市
場
規
律
（m

arket
discipline

）
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
を
唱
え

て
い
る
。

本
稿
で
は
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
、
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
と
い
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
当
局
、
米
国
や
英
国
を
中
心
と
し
た
先
進
国
の
金
融
当
局
に
よ
る
国
際

金
融
規
制
改
革
に
向
け
た
取
り
組
み
の
う
ち
、
こ
の
数
年
間
の
動
向
、
そ
の
特
徴
や
問
題
点
を
概
観
す
る
。
特
に
国
際
金
融
規
制
の
主
要

テ
ー
マ
で
あ
る
、
①
自
己
資
本
規
制
の
強
化
・
精
緻
化
（
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
か
ら
さ
ら
に
バ
ー
ゼ
ル
三
・
五
又
は
バ
ー
ゼ
ル
Ⅳ
）、
②
大
規
模

金
融
機
関
の
破
綻
処
理
制
度
の
整
備
、
③
破
綻
処
理
制
度
の
延
長
線
上
と
し
て
の
銀
行
構
造
改
革
、
④
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
関
連
規
制

を
取
り
上
げ
る
。
次
に
、
規
制
強
化
に
伴
う
金
融
機
関
の
戦
略
や
行
動
変
化
に
つ
い
て
、
欧
州
大
手
銀
行
を
事
例
に
見
る
こ
と
と
す
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
数
年
急
速
に
台
頭
し
て
き
た
市
場
規
律
や
厳
格
な
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
重
視
す
る
論
議
を
交
え
、
今
後

の
金
融
規
制
の
方
向
性
に
つ
い
て
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
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Ⅰ

最
近
の
国
際
金
融
規
制
改
革
の
動
向

１

自
己
資
本
規
制
の
強
化
・
精
緻
化

（
１
）
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
の
形
成

近
年
の
金
融
危
機
で
は
、
自
己
資
本
規
制
（
バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
）
を
適
切
に
順
守
し
て
い
た
銀
行
の
経
営
が
不
安
定
化
、
大
手
銀
行
で
も
経

営
破
綻
に
至
る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
た
。
従
来
規
制
が
十
分
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
（
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
）
を

中
心
に
改
め
て
望
ま
し
い
自
己
資
本
規
制
の
見
直
し
が
進
め
ら
れ
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
に
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
最
終
テ
キ
ス
ト
が
合
意
さ
れ
る

に
至
っ（
１
）た。
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
で
は
、
自
己
資
本
の
量
と
質
の
大
幅
な
引
上
げ
に
加
え
、
そ
れ
ま
で
の
枠
組
み
に
は
な
か
っ
た
規
制
強
化
策
が

打
ち
出
さ
れ
た
。

一
つ
目
は
、
流
動
性
危
機
へ
の
対
応
を
目
的
と
し
た
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
（L

iquidity
C
overage

R
atio：

L
C
R

）、
安
定
調
達
比

率
（N

et
Stable

Funding
R
atio：

N
SFR

）
の
導
入
で
あ
る
。
Ｌ
Ｃ
Ｒ
は
、
預
金
流
出
等
の
個
別
金
融
機
関
の
危
機
に
加
え
、
短
期
金
融

市
場
か
ら
の
資
金
調
達
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
短
期
流
動
性
を
確
保
す
べ
く
流
動
性
資
産
（
現
預
金
、
国
債
等
）
の
保
有
を
求
め

る
指
標
で
あ（
２
）る。
Ｎ
Ｓ
Ｆ
Ｒ
は
、
保
有
資
産
ご
と
の
流
動
性
リ
ス
ク
（
一
年
以
内
に
現
金
化
で
き
な
い
リ
ス
ク
）
の
総
計
を
所
要
安
定
調

達
額
と
し
て
、
安
定
的
な
調
達
（
預
金
、
長
期
借
入
金
、
資
本
等
）
を
求
め
る
指
標
で
あ（
３
）る。

二
つ
目
は
、
景
気
循
環
増
幅
効
果
（
プ
ロ
シ
ク
リ
カ
リ
テ
ィ
）
の
緩
和
策
の
導
入
で
あ
る
。
自
己
資
本
規
制
へ
の
対
応
上
、
銀
行
が
自

己
資
本
比
率
分
母
の
資
産
圧
縮
を
進
め
る
た
め
に
貸
し
渋
り
や
貸
し
剥
が
し
を
行
う
こ
と
が
プ
ロ
シ
ク
リ
カ
リ
テ
ィ
を
高
め
る
と
の
懸
念

か
ら
、
当
該
効
果
を
緩
和
す
る
た
め
の
仕
組
み
が
導
入
さ
れ（
４
）た。
三
つ
目
は
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
規
制
の
導
入
で
あ
る
。
リ
ス
ク
加
重
資
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産
（risk-w

eighted
assets：

R
W
A

）
で
は
な
く
会
計
上
の
総
資
産
を
用
い
た
指
標
に
よ
り
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
自
己
資
本
規
制
を
補
完

す
る
も
の
で
あ
る
。
四
つ
目
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
動
し
て
い
る
金
融
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
銀
行
グ
ル
ー
プ
（global-system

ically

im
portant

banks：
G
-SIB
s

）に
対
し
、一
般
の
銀
行
よ
り
高
い
自
己
資
本
の
積
み
増
し
を
義
務
付
け
た
こ
と
で
あ
る
。対
象
と
な
るG

-SIB
s

は
、
金
融
安
定
理
事
会
（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
が
毎
年
見
直
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
二
〇
一
五
年
末
現
在
三
〇
行
）。
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
の
枠
組
み
は

二
〇
一
〇
年
に
最
終
決
定
し
た
が
、
当
該
規
制
は
二
〇
一
九
年
ま
で
の
達
成
が
定
め
ら
れ
、
各
国
銀
行
は
そ
の
目
標
に
向
か
っ
て
積
極
的

に
対
応
し
て
き
た
。

（
２
）
追
加
的
な
見
直
し

各
国
で
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
が
適
用
さ
れ
る
な
か
、
自
己
資
本
規
制
の
さ
ら
な
る
見
直
し
が
進
め
ら
れ
て
い
る
（
追
加
的
見
直
し
は
「
バ
ー
ゼ

ル
三
・
五
」、
「
バ
ー
ゼ
ル
Ⅳ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
）。
見
直
し
の
一
つ
目
は
、
銀
行
勘
定
の
金
利
リ
ス
ク
規
制
の
導
入
で
あ
る
。
金
利
変

動
に
伴
い
発
生
す
る
銀
行
勘
定
の
損
失
（
金
利
リ
ス
ク
）
に
対
し
、
自
己
資
本
の
積
み
増
し
を
要
求
す
る
も
の
で
、
銀
行
・
ト
レ
ー
デ
ィ

ン
グ
勘
定
間
の
ア
ー
ビ
ト
ラ
ー
ジ
行
動
を
抑
制
す
る
目
的
が
あ
る
。
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
は
、
銀
行
勘
定
の
金
利
リ
ス
ク（Interest

R
ate
R
isk
in
the

B
anking

B
ook：

IR
R
B
B

）
に
対
す
る
資
本
賦
課
に
関
す
る
第
一
次
（
二
〇
一
四
年
一
二
月
）
及
び
第
二
次
（
二
〇
一
五
年
一
二
月
）
の

協
議
文
書
を
公
表
し
て
い
る
。
第
二
次
文（
５
）書は
、
資
本
賦
課
を
求
め
る
第
一
の
柱
（Pillar1

）、
銀
行
の
自
主
的
な
自
己
資
本
積
み
増
し

を
促
し
当
局
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
強
化
す
る
、
い
わ
ゆ
る
第
二
の
柱
（Pillar2

）の
二
案
を
提
示
し
て
い（
６
）る。
銀
行
のIR

R
B
B

管
理
、
内

部
的
資
本
賦
課
に
対
す
る
当
局
の
監
督
強
化
を
重
視
し
、
標
準
的
方
式
に
基
づ
くIR

R
B
B

の
計
測
及
び
情
報
開
示
を
規
定
し
て
い
る
。
文

書
は
、
第
一
及
び
第
二
の
柱
の
併
記
を
も
っ
て
、
比
較
可
能
性
を
重
視
し
た
標
準
的
手
法
の
促
進
を
図
っ
て
お
り
、
規
則
の
詳
細
は

二
〇
一
六
年
中
に
決
定
す
る
予
定
で
あ
る
。
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二
つ
目
は
、
ソ
ブ
リ
ン
リ
ス
ク
の
規
制
上
の
取
扱
い
見
直
し
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
一
月
、
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
は
、
「
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
ワ
ー
ク
・
プ

ロ
グ
ラ（
７
）ム」
を
公
表
し
た
が
、
そ
の
ソ
ブ
リ
ン
リ
ス
ク
に
係
る
規
制
見
直
し
に
関
す
る
記
述
が
注
目
さ
れ
た
。
現
行
の
自
己
資
本
規
制
で

は
、
自
国
通
貨
建
て
で
調
達
さ
れ
た
自
国
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
、
各
法
域
の
裁
量
に
よ
り
、
適
格
格
付
会
社

の
格
付
け
や
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク
・
ス
コ
ア
に
基
づ
く
も
の
よ
り
低
い
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
先
進

諸
国
は
、
自
国
通
貨
建
て
の
自
国
ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
自
国
通
貨
建
て
調
達
分
の
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
を
ゼ
ロ
と
し

て
い
る
。
従
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
ユ
ー
ロ
建
て
国
債
の
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
は
ゼ
ロ
と
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
〇
年
の
欧
州
ソ
ブ
リ
ン

危
機
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
な
ど
が
デ
フ
ォ
ル
ト
の
危
機
に
直
面
し
た
こ
と
で
、
当
該
規
制
に
お
け
る
ソ
ブ
リ
ン

リ
ス
ク
の
取
扱
い
の
不
適
切
さ
が
指
摘
さ
れ
た
。
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
文
書
で
は
規
制
見
直
し
の
具
体
的
な
内
容
や
時
期
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、

論
点
の
中
心
が
上
記
の
よ
う
な
矛
盾
の
是
正
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

そ
し
て
三
つ
目
は
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
規
制
の
強
化（
計
測
方
法
の
見
直
し
）で
あ
る
。
当
該
見
直
し
に
関
し
、
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
は
二
〇
一
三

年
六
月
に
市
中
協
議
文
書
、
二
〇
一
四
年
一
月
に
規
則
文（
８
）書を
公
表
し
た
。
後
者
の
文
書
は
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
テ
キ
ス
ト
を
改
定
す
る
も
の
で
、

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
取
扱
い
を
明
確
に
し
て
い（
９
）る。
ま
た
、
二
〇
一
六
年
四
月
に
公
表
さ
れ
た
協
議
文
書
で
は
、

G
-SIB
s

に
対
し
よ
り
高
い
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
求
め
る
こ
と
な
ど
が
提
案
さ
れ
て
い（

１０
）る。
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
八
年

一
月
か
ら
第
一
の
柱
の
下
で
の
取
扱
い
に
移
行
す
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
、
規
制
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

自
己
資
本
規
制
の
見
直
し
と
し
て
は
、
上
記
の
主
項
目
の
ほ
か
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
資
本
賦
課
方
式
に
関
す
る
最
終
規（

１１
）則、

大
口
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
規
制
の
最
終
規（

１２
）則、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
関
す
る
標
準
的
手
法
の
見
直
し
に
係
る
協
議
文（

１３
）書（
当

該
リ
ス
ク
の
代
表
指
標
の
改
善
、
及
び
内
部
モ
デ
ル
手
法
の
廃
止
、
標
準
的
手
法
に
基
づ
く
計
測
の
提
案
）、
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
計
算
方

法
の
見
直
し
に
係
る
協
議
文（

１４
）書（
分
母
の
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
計
算
方
法
に
ば
ら
つ
き
あ
る
状
況
を
改
め
、
信
用
リ
ス
ク
の
標
準
的
手
法
を
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適
用
し
、
株
式
な
ど
特
定
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
内
部
格
付
手
法
を
禁
止
す
る
も
の
で
、
二
〇
一
六
年
末
ま
で
に
検
討
作
業
を

完
了
予
定
）
の
公
表
と
い
っ
た
動
き
が
あ
る
。

２

大
規
模
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
制
度
の
整
備

（
１
）
金
融
危
機
後
の
破
綻
処
理
制
度
論
議

金
融
危
機
後
、
大
規
模
金
融
機
関
（system

ically
im
portant

financial
institutions：

SIFIs

）
の
「
大
き
す
ぎ
て
つ
ぶ
せ
な
い
（too-big

-to-fail：
T
B
T
F

）」問
題
の
解
決
に
向
け
、
主
要
各
国
は
破
綻
処
理
制
度
（resolution

regim
es

）
の
整
備
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
二
〇
一

一
年
一
〇
月
に
は
、
公
的
資
金
を
投
入
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
金
融
シ
ス
テ
ム
を
不
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
速
や
か
に
大
規
模
金
融

機
関
を
破
綻
処
理
す
る
た
め
の
要
件
（K
ey
A
ttributes

）
を
Ｆ
Ｓ
Ｂ
が
提
示
し
た
。
金
融
機
関
が
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
で
あ
る
こ
と
の
問
題
点
は
、

①
大
規
模
銀
行
に
対
す
る
「
暗
黙
の
公
的
資
金
支
援
」
へ
の
期
待
か
ら
、
そ
れ
ら
銀
行
が
高
格
付
け
を
付
与
さ
れ
、
中
小
銀
行
に
比
し
て

低
い
コ
ス
ト
で
の
資
金
調
達
が
可
能
と
な
る
こ（

１５
）と、
②
銀
行
が
、
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
を
得
る
た
め
に
過
度
な
リ
ス
ク
を
と
っ
て
し
ま
う
モ
ラ

ル
ハ
ザ
ー
ド
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
に
あ
る
。

先
進
各
国
で
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
の
解
決
策
と
し
て
、
①
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
の
導
入
（
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
を
生

起
し
得
る
金
融
機
関
に
対
し
ピ
グ
ー
税
に
類
似
す
る
賦
課
を
課
す
こ
と
で
、
外
部
不
経
済
を
負
担
さ
せ
る
）、
②
破
綻
処
理
制
度

（R
esolution

regim
es

）
の
構
築
（
秩
序
だ
っ
た
破
綻
処
理
を
可
能
と
し
、
付
加
コ
ス
ト
が
軽
減
さ
れ
る
よ
う
な
破
綻
処
理
ス
キ
ー
ム
を

検
討
）、
③
再
生
・
破
綻
処
理
計
画
（recovery

and
resolution

plan：
R
R
P

）
の
導
入
（
将
来
金
融
機
関
が
破
綻
状
態
と
な
っ
た
場
合
、

具
体
的
な
体
制
や
手
続
き
を
含
め
、
平
時
の
う
ち
に
事
前
に
破
綻
処
理
方
法
を
策（

１６
）定）、
④
金
融
機
関
の
規
模
の
制
限
（
金
融
機
関
の
規

模
を
本
社
所
在
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
一
定
割
合
以
下
に
制
限
）
な
ど
が
検
討
さ
れ
た
。
業
務
制
限
や
部
門
分
離
に
よ
り
、
商
業
銀
行
部
門
を
投
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資
銀
行
部
門
の
リ
ス
ク
か
ら
遮
断
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
連
の
銀
行
構
造
改
革
（
後
述
）
も
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
対
応
策
に
含
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

こ
れ
ま
で
の
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
対
策
は
い
ず
れ
も
合
理
性
は
あ
る
が
、
欠
陥
や
限
界
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
も
っ
て
し
て
も
問
題
解

決
し
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
っ（

１７
）た。
上
記
の
う
ちSIFIs

の
破
綻
処
理
制
度
の
構
築
で
は
、
グ
ル
ー
プ
を
統
括
す
る
持
株
会
社
を
破
綻
処

理
す
る
方
法
（Single

Point
of
E
ntry：

SPO
E

）、
持
株
会
社
傘
下
の
子
会
社
を
並
行
し
て
処
理
す
る
方
法
（M

ultiple
Point

of
E
ntry：

M
PO
E

）
の
二
つ
が
提
示
さ
れ
た
。
当
該
グ
ル
ー
プ
の
業
務
存
続
確
保
の
観
点
か
ら
、
Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｅ
を
重
視
す
る
破
綻
処
理
方
法
が
模
索
さ

れ
て
い
る
も
の
の
、
各
国
の
破
産
法
、
金
融
機
関
向
け
破
綻
処
理
制
度
の
違
い
か
ら
、
Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｅ
に
よ
っ
た
手
法
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が

広
範
か
つ
有
効
に
活
用
さ
れ
る
か
は
未
知
数
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｒ
Ｒ
Ｐ
は
既
に
導
入
済
だ
が
、
継
続
的
な
策
定
・
更
新
に
伴
う
コ
ス
ト
負

担
の
ほ
か
、
策
定
に
関
与
す
る
外
部
専
門
家
（
弁
護
士
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
）
に
よ
る
内
部
機
密
情
報
の
流
出
の
懸
念
、
記
載
の
対
象

と
な
る
金
融
グ
ル
ー
プ
の
主
体
の
定
義
が
曖
昧
で
あ
る
点
な
ど
、
制
度
自
体
に
は
改
善
す
べ
き
点
が
多
く
残
っ
て
い（

１８
）る。

（
２
）
ベ
イ
ル
イ
ン
の
導
入
と
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制

破
綻
処
理
制
度
を
検
討
す
る
過
程
で
注
目
さ
れ
た
の
が
、
金
融
機
関
の
経
営
悪
化
時
に
負
債
サ
イ
ド
（
債
権
者
・
預
金
者
）
に
も
損
失

負
担
さ
せ
、
納
税
者
負
担
を
回
避
す
る
「
ベ
イ
ル
イ
ン
（bail-in
）」の
導
入
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
一
一
月
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
は
、G

-SIB

を
対

象
と
す
る
総
損
失
吸
収
力
（Total

L
oss
A
bsorbing

C
apacity：

T
L
A
C

）
に
関
す
る
協
議
文（

１９
）書を
公
表
、
さ
ら
に
二
〇
一
五
年
一
一
月
、

G
-SIB
s

に
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
の
確
保
を
求
め
る
最
終
基
準
に
係
る
最
終
報
告（

２０
）書を
公
表
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
先
進
国
のG

-SIB
s

に
対
し
、

二
〇
一
九
年
一
月
か
ら
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
（risk-w

eighted
assets：

R
W
A

）
比
で
最
低
一
六
％
、
二
〇
二
二
年
一
月
か
ら
は
一
八
％
を

求
め
る
内
容
で
あ
る
（
図
表（

２１
）１）。
銀
行
の
破
綻
処
理
の
際
に
預
金
者
を
保
護
す
る
に
は
、
株
主
の
負
担
だ
け
で
は
不
十
分
な
可
能
性
が
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TLAC
6

3.5
5.0

TLAC
16 20

Tier1

3.0

Tier1

Tier1 CET1

TLAC

Tier1 CET1
8.0

1.5

4.5

1.0 2.5

2.5

2.5

2.0

G-SIB (CET1

CET1

TLAC

Tier2

Tier1

あ
り
、
ベ
イ
ル
イ
ン
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め
自
己
資
本
の
充
実
の
み
な
ら
ず
損
失
吸
収

が
可
能
な
劣
後
性
債
券
な
ど
の
負
債
を
十
分
に
持
つ
こ
と
で
、
総
損
失
吸
収
力
の
向
上
を

求
め
て
い
る
。
新
制
度
へ
の
対
応
と
し
て
、
大
手
邦
銀
持
株
会
社
も
相
次
い
で
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

債
の
発
行
に
動
い
て
い（

２２
）る。

３

銀
行
構
造
改
革

銀
行
利
用
者
の
利
便
性
向
上
な
ど
の
観
点
か
ら
、
先
進
各
国
で
は
一
九
八
〇
年
代
よ
り

金
融
規
制
緩
和
が
進
行
し
た
。
例
え
ば
米
国
で
は
、
一
九
三
三
年
連
邦
銀
行
法
（T

he

B
anking

A
ct
1933

、
通
称
グ
ラ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
）の
う
ち
四
条
か
ら
な
る
銀
行
・

証
券
分
離
条
項
が
銀
行
と
証
券
業
務
を
厳
格
に
分
離
し
て
い
た（

２３
）が、
規
制
緩
和
の
過
程
で

銀
行
の
証
券
業
務
拡
大
が
顕
著
と
な
っ
た
。
先
進
国
が
安
定
成
長
時
代
を
迎
え
、
銀
行
業

の
収
益
機
会
が
減
少
す
る
な
か
、
従
事
で
き
る
金
融
業
務
を
拡
充
す
る
こ
と
で
銀
行
の
収

益
基
盤
を
確
保
し
、
各
国
の
経
済
成
長
を
支
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
欧
米
大
手
銀
行
は
仕
組
債
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
や
ヘ
ッ
ジ
フ

ァ
ン
ド
へ
の
出
資
な
ど
、
専
業
業
者
と
同
じ
投
資
銀
行
業
務
を
展
開
、
過
度
な
リ
ス
ク
を

と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
銀
行
は
、
本
来
の
商
業
銀
行
業
務
に
回
帰
す
べ
き
で
あ
り
、
特
に

国
民
の
重
要
な
財
産
で
あ
る
預
金
業
務
、
及
び
そ
の
生
活
・
活
動
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
決
済
業
務
を
、
高
リ
ス
ク
業
務
で
生
じ
得
る
損
失
か
ら
守
る
べ
き
と
の
議
論
が
高
ま
っ

図表１ TLACとバーゼルⅢ

（出所）小立［２０１５］，４６頁
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た
。
銀
行
破
綻
処
理
制
度
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
を
超
越
し
、

大
幅
な
銀
行
組
織
の
改
革
や
厳
格
な
業
務
規
制
に
よ
っ
て
「
つ
ぶ
れ
な
い
銀
行

を
作
る
」
よ
う
仕
向
け
る
規
制
が
検
討
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
米
国
の
ボ
ル
カ
ー

・
ル
ー
ル
、
英
国
の
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
規
定
、
そ
し
て
Ｅ
Ｕ
の
高
リ
ス
ク
業
務

分
離
規
定
は
、
そ
の
よ
う
な
趣
旨
で
策
定
・
導
入
さ
れ
た
（
図
表
２
）。

ボ
ル
カ
ー
ル
ー
ル
（
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
六
一
九
条
）
は
、
銀
行
及
び

グ
ル
ー
プ
会
社
に
よ
る
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
や
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
・
エ
ク
ィ
テ
ィ
・
フ
ァ
ン
ド
へ
の
出
資
を
制
限
し
て
い
る
。
米
財
務
省

が
二
〇
一
三
年
一
二
月
に
公
表
し
た
最
終
規
則
（
規
制
遵
守
は
二
〇
一
五
年
七

月
二
一
日
か
ら
）
は
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
キ
ン
グ
や
ヘ
ッ
ジ
取
引
に
関
し
徹
底

し
た
内
部
管
理
と
ポ
ジ
シ
ョ
ン
確
認
を
求
め
る
一
方
で
、
外
銀
に
よ
る
母
国
ソ

ブ
リ
ン
債
券
等
の
自
己
勘
定
取
引
も
認
め
る
な
ど
、
当
初
案
よ
り
業
務
制
限
を

緩
和
し
て
い
る
。
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
規
定
は
、
預
金
や
決
済
と
い
っ
た
リ
テ
ー

ル
銀
行
部
門
を
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
銀
行
と
し
、
高
リ
ス
ク
業
務
を
行
う
大
企
業

・
投
資
銀
行
部
門
と
厳
格
に
別
会
社
と
し
て
分
離
す
る
規
定
で
あ
る
。

二
〇
一
一
年
九
月
に
英
財
務
省
が
最
終
報
告
書
を
公
表
し
た
が
、
そ
れ
以
降
も

見
直
し
が
進
め
ら
れ
、
同
報
告
書
の
規
制
内
容
よ
り
も
や
や
緩
和
さ
れ
る
方
向

に
あ（

２４
）る。

リーカネン報告書（EU）
自己勘定売買、高リスクト
レーディング業務は別会社
で行う
（subsidiarisation）

×

×

○

○

○

なし

独立銀行委員会（英国）
リテール・リングフェンス
によりリテール業務を高リ
スク業務から隔離
（ring-fencing）

×

×

×

対グループ内部などは可

○

英リテール銀行は欧州経済
地域（EEA）加盟国以外で
の金融サービス提供を禁止

ボルカー・ルール（米国）
商業銀行業務と特定の投資
銀行業務の組織内部におけ
る分離
（institutional seraration）

×

○

○注

○

×

なし

基本的アプローチ

自己勘定取引

マーケットメイク

引受

他金融機関に対する与信

銀行及びトレーディング
子会社を傘下におく持株会社

活動地域上の制限

図表２ 欧米銀行構造改革の比較

注）顧客・取引先の需要に対する引受に限る

（出所）L.Gambacorta, A.V.Rixtel〔2013〕“Structural bank regulation initiatives: approaches
and implications”, Working Papers No 412, Apr, 2013
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Ｅ
Ｕ
の
高
リ
ス
ク
業
務
分
離
規
定
は
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
に
「
銀
行
構
造
改
革
を
検
討
す
る
専
門
家
グ
ル
ー
プ
」
が
提
出
し
た
リ
ー

カ
ネ
ン
報
告
書
に
あ
る
規
定
で
あ
り
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
ど
高
リ
ス
ク
取
引
を
、
商
業
銀
行
部
門
と
法
的
に
分
離
さ
れ
た
別
会
社
で
行

う
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
一
月
、
欧
州
委
員
会
（
Ｅ
Ｃ
）
は
、
リ
ー
カ
ネ
ン
報
告
書
を
踏
ま
え
「
Ｅ
Ｕ
銀
行
セ
ク
タ
ー

の
構
造
改
革
（Structural

reform
of
the
E
U
banking

sector

）」の
た
め
の
規
則（

２５
）案を
公
表
、
Ｅ
Ｕ
の
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
銀
行
を
対
象
に
特
定
の

ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
の
分
離
の
ほ
か
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で
の
大
手
銀
行
に
よ
る
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
を
提
案
し（

２６
）た。
そ
れ
で
も
、
当
該
規

則
案
は
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
比
べ
て
自
己
勘
定
取
引
に
該
当
す
る
取
引
の
範
囲
は
狭
く
、
銀
行
に
と
っ
て
規
制
内
容
は
緩
い
。
規
則
案

を
受
け
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
銀
行
構
造
改
革
法
案
が
提
出
さ
れ
、
と
も
に
二
〇
一
三
年
夏
に
成
立
し
た（

２７
）が、
同
じ
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

バ
ン
ク
制
下
に
あ
っ
て
も
両
国
で
は
値
付
け
業
務
の
取
扱
い
が
異
な
る
な
ど
規
制
内
容
に
格
差
が
生
じ
て
い（

２８
）る。

４

シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
関
連
規
制

多
様
な
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
ク
の
活
動
も
、
金
融
危
機
の
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
規
制
強
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
一

年
一
〇
月
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
は
報
告（

２９
）書を
公
表
し
、
「
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
ク
」、
「
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
」
を
定
義
し
た
上
で
、
今

後
の
検
討
項
目
と
し
て
、
①
銀
行
の
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
へ
の
関
与
、
②
マ
ネ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
フ
ァ
ン
ド
（
Ｍ
Ｍ
Ｆ
）、

③
他

の
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
主
体
、
④
証
券
化
商
品
、
⑤
証
券
貸
借
・
レ
ポ
取
引
を
あ
げ
、
各
々
課
題
を
解
決
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
当
局
を
指

定
し
て
い
る
。そ
れ
に
従
い
、Ｆ
Ｓ
Ｂ
、Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
、証
券
監
督
者
国
際
機
構（International

O
rganization

of
Securities

C
om
m
issions：

Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
）
が
上
記
の
担
当
分
野
に
つ
い
て
報
告
書
を
公
表
、
具
体
的
な
作
業
内
容
と
作
業
期
限
を
明
示
し
た
。
さ
ら
に
Ｆ
Ｓ
Ｂ
は
、

二
〇
一
四
年
一
一
月
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
は
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
規
制
に
関
す
る
作
業
の
進
捗
及
び
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
公
表
し
て
い
る（
図
表（

３０
）３）。

こ
の
数
年
間
に
打
ち
出
さ
れ
た
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
関
連
規
制
と
し
て
は
、
レ
ポ
取
引
規
制
の
強
化
が
注
目
さ
れ
る
。
二
〇
一
二
年
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四
月
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
は
証
券
貸
借
・
レ
ポ
取

引
に
関
す
る
中
間
報
告（

３１
）書を
公
表
、
当

該
取
引
に
つ
い
て
金
融
安
定
上
の
問
題

整
理
を
行
い
政
策
措
置
の
基
本
的
考
え

方
を
整
理
し
、
同
年
一
二
月
に
は
当
該

取
引
に
係
る
政
策
提
言
を
公
表
し
て
い

る
。
特
に
、
銀
行
が
ノ
ン
バ
ン
ク
に
対

し
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
提
供
す
る
証
券
金

融
取
引
（
国
債
等
の
証
券
担
保
金
融
）

の
う
ち
、
集
中
清
算
機
関
（
Ｃ
Ｃ
Ｐ
）

で
集
中
清
算
さ
れ
な
い
取
引
を
対
象
に
、

最
低
水
準
を
下
回
る
ヘ
ア
カ
ッ
ト
率
が

適
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
高
い
資
本

賦
課
を
課
す
規
制
（
最
低
ヘ
ア
カ
ッ
ト

規
制
）
が
課
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

二
〇
一
四
年
一
〇
月
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
は
定
量

的
影
響
度
調
査
の
結
果
な
ど
を
踏
ま
え
、

ヘ
ア
カ
ッ
ト
規
制
に
係
る
最
終
的
な
提

内 容

・透明性及びリスクのモニタリングの向上のため、国際的なヘッジファンドセクター
に関する分析を行う

・定期的に行うシャドーバンキング・モニタリングに貢献

・第３次シャドーバンキング・モニタリング調査を公表

・中央清算されない証券貸借取引のヘアカット提案に関する包括的な定量的影響度調
査を実施

・大口エクスポージャー（シャドーバンキングへのエクスポージャーを含む）の制限
に対する監督枠組みを策定

・銀行によるファンド（シャドーバンキングに従事するものを含む）のエクィティ投
資に関する資本の取扱いに係る、国際的に統一されたリスク感応度の高いルールを
策定

・中央清算されない証券貸借取引のヘアカット算定方法の最低限の基準とヘアカット
の数値上の下限に関する枠組みの提言を最終化

・２０１４年３月までに、（MMFを除く）その他のシャドーバンキング主体に関する政
策枠組みにおける情報共有プロセスを策定した後、情報共有を開始し、２０１４年後半
にG２０財務大臣・中央銀行総裁会合に報告

・MMFに関する提言（２０１２年）のメンバー国における実施状況についてピアレビュー
を行い、２０１４年後半にG２０に進捗状況を報告

・インセンティブを調整する制度（リスクリテンション規制を含む）のメンバー国に
おける実施状況についてピアレビューを開始し、２０１４年後半にG２０に進捗状況を報
告

・銀行のシャドーバンキング主体との相互関係におけるリスクを緩和するための政策
改革の実施状況について進捗を報告

・データ専門家グループは、レポ・証券貸借取引に関する国際的なデータ収集と集計
のための基準とプロセスを提案

・大口エクスポージャーの制限のための監督枠組み及び銀行によるファンドへの投資
に関する資本の取扱いに関するルールの実施状況について進捗を報告

・（MMFを除く）その他のシャドーバンキング主体に関する政策提言のメンバー国
における実施状況についてのピアレビューを開始。その結果を踏まえ、問題となる
シャドーバンキング主体に関するさらなる政策提言を策定する必要性を評価し、そ
の結果を２０１５年にG２０財務大臣・中央銀行総裁会合に報告

担当当局

IOSCO

FSB

FSB

BCBS

BCBS

FSB

FSB

FSB

IOSCO

IOSCO

BCBS

FSB

BCBS

FSB

年 月

２０１３年１１月

２０１３年１１月

２０１３年
第４四半期

２０１３年末

２０１４年３月

２０１３年
第２四半期

２０１４年

２０１４年

２０１４年

２０１４年

２０１４年末

２０１５年

２０１５年

図表３ シャドーバンク規制のロードマップ（２０１４年１１月）

（出所）FSB［２０１４］，外務省（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page3_000387.html）
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言
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
ノ
ン
バ
ン
ク
間
取
引
に
対
す
る
適
用
方
法
に
つ
き
市
中
協
議
を
実
施
し
て
い（

３２
）る。
こ
れ
を
受
け
る
形
で
、
二

〇
一
五
年
一
一
月
に
は
、
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
が
最
低
ヘ
ア
カ
ッ
ト
規
制
に
関
す
る
協
議
文（

３３
）書を
公
表
し
て
い
る
。

ま
た
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規
制
の
検
討
状
況
も
注
目
さ
れ
る
。
金
融
危
機
後
、
当
該
規
制
に
つ
い
て
は
、
取
引
の
報
告
及
び
中
央
清

算
の
要
件
、
非
清
算
取
引
の
資
本
規
制
及
び
証
拠
金
規
制
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築
な
ど
を
め
ぐ
り
検
討
が
重

ね
ら
れ
て
き
た
。
二
〇
一
五
年
七
月
に
Ｆ
Ｓ
Ｂ
が
公
表
し
た
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
市
場
改
革
に
係
る
プ
ロ
グ
レ
ス
レ
ポ
ー（

３４
）トの
見
解
で
は
、

そ
の
検
討
は
順
調
に
進
ん
で
い
る
。

二
〇
一
五
年
に
は
、
新
た
に
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
関
す
る
技
術
的
な
規
制
案
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
決
済
・
市
場
イ
ン
フ
ラ
委

員
会
（T

he
C
om
m
ittee

on
Paym

ents
and
M
arket

Infrastructures：
C
PM
I

）
と
証
券
監
督
者
国
際
機
構
（International

O
rganization

of
Securities

C
om
m
issions：

IO
SC
O
）
は
、
同
年
八
月
と
九
月
、
個
別
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
固
有
の
識
別
情
報
を
設
定
す
る
た
め

の
協
議
文
書
を
公
表
し（

３５
）た。
当
局
は
、
個
別
取
引
識
別
子
（U

nique
T
ransaction

Identifier：
U
T
I

）
を
使
い
、
取
引
内
容
や
状
況
を
把

握
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
内
の
ど
こ
に
リ
ス
ク
が
蓄
積
し
て
い
る
か
を
監
視
す
る
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

ほ
か
に
、
証
券
化
商
品
の
取
扱
い
な
ど
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
関
連
規
制
改
革
の
範
囲
は
広
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
正
確
な
現
状
把

握
の
難
し
さ
か
ら
、
全
般
的
に
銀
行
関
連
規
制
に
比
べ
て
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
規
制
の
進
捗
は
相
対
的
に
遅
い
と
い
う
印
象
で
あ
る
。

５

わ
が
国
行
政
の
対
応

わ
が
国
で
は
、
上
記
の
国
際
金
融
規
制
改
革
に
沿
っ
て
、
金
融
機
関
経
営
、
金
融
市
場
を
問
わ
ず
幅
広
い
政
策
対
応
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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（
１
）
自
己
資
本
規
制
・
追
加
的
な
資
本
賦
課

Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
の
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
に
係
る
国
際
的
な
規
制
枠
組
み
に
係
る
報
告
書
（
二
〇
一
〇
年
一
二（

３６
）月）
を
踏
ま
え
、
国
際
的
に
活
動
す
る

銀
行
グ
ル
ー
プ
に
対
し
、
金
融
庁
が
自
己
資
本
の
最
低
基
準
の
引
上
げ
を
段
階
的
に
実
施
す
る
改
正
告
示
を
定
め
、
二
〇
一
三
年
三
月
末

か
ら
段
階
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
に
は
、
こ
れ
ら
に
対
し
、
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
規
制
（
Ｌ
Ｃ
Ｒ
）

導
入
に
関
す
る
告
示
を
公
表
し
、
二
〇
一
五
年
三
月
末
か
ら
段
階
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
が
公
表
し
たG

-SIFIs

リ
ス（

３７
）ト（
二
〇
一
一
年
一
一
月
）
を
踏
ま
え
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
に
銀
行
持
株
会
社
に
関
す

る
告
示
を
定
め
て
三
メ
ガ
バ
ン
ク
〜
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル
ー
プ
（
Ｍ
Ｕ
Ｆ
Ｇ
）、
三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル

ー
プ
（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
Ｇ
）、
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル
ー
プ
（
Ｍ
Ｈ
Ｆ
Ｇ
）
〜
を
指
定
し
、
追
加
的
資
本
賦
課
の
水
準
を
規
定
し
て
い

る
（M

U
FG
1.5%

、
SM
FG

・M
H
FG
1.0%

）。
加
え
て
、D

-SIB
s

に
三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
、
農
林
中
央
金
庫
、

野
村
証
券
グ
ル
ー
プ
、
大
和
証
券
グ
ル
ー
プ
本
社
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
破
綻
処
理
制
度

Ｆ
Ｓ
Ｂ
が
公
表
し
たK
ey
A
ttributes

（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
）
を
踏
ま
え
、
二
〇
一
三
年
六
月
に
成
立
し
た
改
正
預
金
保
険
法
で
は
、

金
融
業
全
体（
銀
行
・
証
券
・
保
険
・
金
融
持
株
会
社
等
）に
つ
い
て
、
①
預
金
保
険
機
構
が
流
動
性
を
供
給
し
つ
つ
債
務
履
行
す
る（
金

融
機
関
が
債
務
超
過
で
な
い
場
合
）、
②
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
に
不
可
欠
な
債
務
等
を
承
継
金
融
機
関
等
に
引
継
ぎ
、
資
金
援
助
す
る（
債

務
超
過
の
場
合
）
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
な
お
、
二
〇
一
一
年
当
時
わ
が
国
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
成
立
し
た
改
正
預
金
保
険
法
に
お
い

て
、
金
融
危
機
対
応
の
制
度
的
枠
組
み
と
し
て
銀
行
破
綻
処
理
制
度
は
整
備
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
金
融
業
態
（
証
券
、
保

険
、
持
株
会
社
等
）
に
つ
い
て
当
該
制
度
は
未
整
備
で
、
上
記
の
よ
う
な
対
応
が
図
ら
れ
て
い
る
。
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（
３
）
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
規
制
関
連

Ｆ
Ｓ
Ｂ
報
告
書
が
あ
げ
た
五
つ
の
検
討
項
目
の
う
ち
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
や
証
券
貸
借
・
レ
ポ
取
引
な
ど
に
つ
い
て
、
法
的
対
応
が
行
わ
れ
て
い

る
。
Ｍ
Ｍ
Ｆ
関
連
で
は
、
二
〇
一
三
年
改
正
金
融
商
品
取
引
法
で
、
Ｍ
Ｒ
Ｆ
（M

oney
R
eserve

Fund

）
等
の
安
定
的
な
運
営
に
資
す
る

措
置
と
し
て
、
緊
急
時
に
運
用
会
社
が
行
う
Ｍ
Ｒ
Ｆ
等
へ
の
資
金
支
援
を
容
認
し
て
い（

３８
）る。
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規
制
に
つ
い
て
は
、

二
〇
一
〇
年
の
金
融
商
品
取
引
法
改
正
に
よ
り
、
①
国
内
清
算
機
関
で
の
清
算
義
務
付
け
、
②
取
引
情
報
保
存
・
報
告
制
度
の
創
設
、
③

清
算
関
連
の
基
盤
整
備
に
係
る
制
度
と
し
て
、
外
国
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
制
度
の
創
設
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
六
年

三
月
、
金
融
庁
は
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
対
し
、
一
定
の
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
証
拠
金
の
預
託
を
受
け
る
な

ど
の
所
定
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況
を
禁
止
す
る
旨
の
新
規
制
（
証
拠
金
規（

３９
）制）
を
公
表
し
て
い
る
。

Ⅱ

国
際
金
融
規
制
改
革
の
傾
向
と
問
題
点

１

最
近
の
規
制
改
革
の
傾
向

国
際
金
融
規
制
改
革
に
つ
い
て
最
近
の
議
論
の
内
容
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
傾
向
が
う
か
が
え
る
。

（
１
）
標
準
的
手
法
に
回
帰
す
る
自
己
資
本
規
制

こ
の
数
年
の
自
己
資
本
規
制
に
係
る
議
論
を
見
る
と
、
銀
行
間
の
比
較
可
能
性
の
観
点
か
ら
再
び
標
準
的
手
法
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
当
該
規
制
に
つ
い
て
は
、
個
別
銀
行
の
自
主
的
な
リ
ス
ク
管
理
（
内
部
格
付
手
法
）
を
尊
重
す
る
こ
と
が
実
効
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的
な
監
督
に
は
有
効
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
画
一
的
な
標
準
的
手
法
で
は
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
な
ど
金
融
技
術
の
進
展
を
考
慮
し
た
規
制
は

困
難
と
の
判
断
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
が
各
国
に
お
け
る
リ
ス
ク
管
理
の
実
施
状
況
を
調
査
す
る
な
か
で
、
リ
ス
ク
管
理
基
準

に
つ
い
て
、
各
国
ご
と
銀
行
ご
と
で
相
当
程
度
の
格
差
が
認
め
ら
れ
た
。
格
差
は
十
分
に
是
正
さ
れ
ず
、
そ
れ
を
放
置
し
た
ま
ま
で
は
銀

行
リ
ス
ク
管
理
の
高
度
化
は
図
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
が
、
厳
格
な
標
準
的
手
法
が
改
め
て
重
視
さ
れ
て
い
る
背
景
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
傾
向
は
、
必
ず
し
も
金
融
機
関
の
自
主
的
な
リ
ス
ク
管
理
能
力
の
向
上
に
資
す
る
も
の
で
は
な
く
、
規
制

コ
ス
ト
の
上
昇
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
２
）
破
綻
処
理
制
度
論
議
に
お
け
る
ベ
イ
ル
イ
ン
の
定
着

近
年
の
金
融
危
機
に
お
い
て
は
、
公
的
資
金
を
活
用
し
て
大
規
模
金
融
機
関
を
救
済
し
た
こ
と
に
対
す
る
政
治
的
批
判
を
招
く
こ
と
に

な
っ
た
。
Ｆ
Ｓ
Ｂ
が
二
〇
一
一
年
に
示
し
た
の
は
、
大
規
模
金
融
機
関
に
対
し
て
も
公
的
資
金
を
投
入
せ
ず
に
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定

性
を
維
持
し
な
が
ら
そ
の
破
綻
処
理
を
進
め
る
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
。
金
融
危
機
を
大
き
な
教
訓
と
し
て
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
を
終
焉
さ

せ
る
こ
と
が
最
優
先
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
預
金
者
保
護
と
納
税
者
負
担
の
回
避
が
図
れ
る
ベ
イ
ル
イ
ン
が
注

目
さ
れ
、
先
進
国
で
は
そ
の
導
入
に
向
け
て
制
度
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
頃
か
ら
、
大
手
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
劣
後
性

債
券
の
発
行
も
目
立
っ
て
い
る
（
大
手
邦
銀
の
劣
後
性
債
券
発
行
は
、
二
〇
一
四
年
頃
よ
り
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る

）。
た
だ
し
、
ベ

イ
ル
イ
ン
を
破
綻
処
理
制
度
の
中
核
に
据
え
た
場
合
、
手
続
き
簡
単
さ
、
処
理
の
迅
速
さ
、
効
果
の
確
実
性
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
は
、
公

的
資
金
に
よ
る
ベ
イ
ル
ア
ウ
ト
（bail-out

）
よ
り
は
期
待
し
に
く
い
。
そ
の
点
を
い
か
に
改
善
す
る
か
は
引
続
き
課
題
と
な
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
（
大
き
す
ぎ
て
つ
ぶ
せ
な
い
）
問
題
の
終
焉
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
各
国
の
銀
行
構
造
改
革
は
、
「
つ
ぶ
れ
る
金
融
機
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関
を
作
ら
な
い
」
と
い
う
新
し
い
発
想
に
基
づ
い
た
政
策
的
な
試
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
米
国
の
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
や
英
国
の

リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
規
定
な
ど
は
、
自
己
資
本
規
制
で
リ
ス
ク
顕
在
化
を
監
視
・
抑
制
す
る
対
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
政
策
と
は
違
い
、
金
融
機
関
の
組

織
変
更
や
業
務
規
制
に
よ
り
、
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
テ
イ
ク
そ
の
も
の
を
直
接
制
限
又
は
禁
止
と
す
る
規
制
で
あ
る
。

（
３
）
個
別
国
規
制
の
域
外
適
用

米
国
や
英
国
な
ど
金
融
先
進
国
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
当
局
が
策
定
し
た
規
制
を
さ
ら
に
厳
格
化
し
て
い
る
。
あ
た
か
も
国
際
金
融
規
制
の

新
た
な
枠
組
み
に
独
自
の
規
制
を
持
ち
込
み
、
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
米
国
な
ど
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル

規
制
を
さ
ら
に
厳
格
に
適
用
し
、
外
国
銀
行
に
も
域
外
適
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
米
国
の
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
、

邦
銀
を
含
む
外
国
銀
行
も
一
定
程
度
遵
守
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。

２

規
制
強
化
の
問
題
点
と
副
作
用

（
１
）
規
制
策
定
の
問
題
点

金
融
危
機
以
降
の
一
連
の
規
制
強
化
は
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
や
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
を
は
じ
め
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
当
局
の
レ
ベ
ル
、
各
国
当
局
レ
ベ

ル
で
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
業
務
規
制
、
市
場
規
制
と
様
々
な
観
点
か
ら
検
討
・
導
入
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
結
果
的
に
規

制
体
系
全
体
と
し
て
は
大
幅
に
複
雑
化
し
た
。
規
制
分
野
に
よ
っ
て
検
討
・
導
入
の
進
行
度
合
い
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
国
際
レ
ベ
ル
、

各
国
レ
ベ
ル
で
も
決
着
が
つ
か
な
い
も
の
が
多
い
。
当
初
の
目
標
で
あ
っ
た
金
融
規
制
の
国
際
的
統
一
は
、
時
間
が
経
過
す
る
ほ
ど
に
達

成
困
難
と
い
う
印
象
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
。

比
較
的
検
討
が
進
ん
だ
と
し
て
も
、
例
え
ば
、
最
終
規
則
の
段
階
ま
で
に
十
分
に
内
容
が
詰
め
ら
れ
ず
、
落
と
し
ど
こ
ろ
が
安
易
な
も
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の
と
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
、
規
制
対
象
と
な
る
業
界
の
抵
抗
や
圧
力
に
よ
り
、
当
初
案
は
厳
格
な
内
容
で
も
最
終
規
則
の
段
階
で
は
大

幅
に
緩
和
さ
れ
、
実
質
的
に
骨
抜
き
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
規
制
が
各
国
レ
ベ
ル
で
国
内

ル
ー
ル
化
す
る
段
階
、
各
国
が
独
自
に
規
制
を
検
討
・
策
定
す
る
段
階
で
起
こ
り
や
す
い
。
例
え
ば
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
当
初
案
の
自

己
勘
定
取
引
を
禁
止
す
る
部
分
で
、
顧
客
の
た
め
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
キ
ン
グ
や
リ
ス
ク
軽
減
の
た
め
の
ヘ
ッ
ジ
取
引
が
禁
止
の
例
外
と

さ
れ
た
が
、
そ
の
例
外
取
引
の
定
義
は
曖
昧
な
ま
ま
だ
っ
た
。
最
終
規
則
で
も
明
確
な
定
義
は
示
さ
れ
ず
、
結
局
厳
格
な
内
部
管
理
と
ポ

ジ
シ
ョ
ン
確
認
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
例
外
取
引
を
認
め
る
と
い
っ
た
対
処
に
落
ち
着
い
た
。
ま
た
こ
の
時
、
外
国
銀
行
に
よ
る
母
国
ソ

ブ
リ
ン
債
券
の
自
己
勘
定
取
引
を
認
め
る
な
ど
、
禁
止
さ
れ
る
自
己
勘
定
取
引
の
対
象
は
大
幅
に
狭
ま
っ（

４０
）た。
実
質
的
に
業
界
サ
イ
ド
の

要
望
に
応
じ
て
規
制
負
担
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
と
い
う
規
制
の
当
初
の
目
的
が
、
骨
抜
き
に
な
り
か

ね
な
い
状
況
が
見
受
け
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
米
国
や
英
国
に
至
っ
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
規
制
以
上
に
厳
格
な
規
制
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
国
際
金
融
規
制
に
お
い
て
主
導

権
を
握
ろ
う
と
す
る
意
図
も
感
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
米
国
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
で
合
意
さ
れ
た
自
己
資
本
規
制
を
さ
ら
に
厳
格
に
適

用
し
、
邦
銀
を
含
む
外
国
銀
行
に
も
域
外
適
用
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
る
。
米
国
の
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
つ
い
て
も
、
邦
銀
を
含

む
外
国
銀
行
に
対
し
一
定
範
囲
で
適
用
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

規
制
強
化
で
一
貫
し
て
い
る
と
は
い
え
、
詳
細
を
詰
め
る
過
程
で
様
々
な
思
惑
に
よ
っ
て
規
制
が
骨
抜
き
に
さ
れ
る
、
先
進
主
要
国
の

利
害
に
よ
っ
て
規
制
負
担
が
必
要
以
上
に
増
加
す
る
と
い
っ
た
状
況
は
、
金
融
市
場
や
金
融
機
関
経
営
に
も
少
な
か
ら
ず
マ
イ
ナ
ス
の
副

作
用
を
も
た
ら
し
得
る
。
そ
れ
に
対
応
す
る
側
の
ス
ト
レ
ス
は
、
い
や
が
お
う
に
も
増
大
し
て
い
く
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
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（
２
）
規
制
強
化
の
副
作
用

規
制
強
化
の
副
作
用
と
し
て
考
え
ら
れ
る
第
一
は
、
金
融
取
引
の
縮
小
と
市
場
の
不
安
定
化
で
あ
る
。
特
に
、
金
融
機
関
の
過
度
な
リ

ス
ク
テ
イ
ク
を
直
接
的
に
制
限
す
る
銀
行
構
造
改
革
は
、
金
融
取
引
の
縮
小
に
直
結
し
得
る
。
銀
行
の
自
己
勘
定
取
引
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン

グ
を
禁
止
・
制
限
す
る
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
も
と
よ
り
、
英
国
の
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
規
定
や
Ｅ
Ｕ
の
高
リ
ス
ク
業
務
分
離
規
定
も
、
債

券
や
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
売
買
減
少
、
市
場
流
動
性
の
低
下
、
さ
ら
に
は
市
場
の
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
拡
大
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
。
自
己
資

本
規
制
に
お
け
る
金
利
リ
ス
ク
規
制
の
強
化
も
、
金
融
機
関
に
よ
る
長
期
国
債
な
ど
の
売
却
を
促
進
さ
せ
、
取
引
需
要
を
減
少
さ
せ
市
場

に
は
同
様
の
マ
イ
ナ
ス
効
果
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
。

ベ
イ
ル
イ
ン
を
目
的
と
し
た
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
の
導
入
後
は
、
金
融
機
関
の
債
権
者
に
よ
る
経
営
監
視
が
強
ま
る
こ
と
で
経
営
悪
化
時
に

は
資
金
調
達
コ
ス
ト
が
上
昇
す
る
が
、
こ
れ
は
同
時
に
、
経
営
者
の
経
営
健
全
化
に
向
け
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
ベ
イ
ル
イ
ン
が
現
実
の
も
の
と
な
り
そ
う
な
場
合
、
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
債
券
は
買
い
控
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

当
該
債
券
の
市
場
流
動
性
が
低
下
、
金
融
機
関
の
資
金
調
達
の
困
難
化
を
通
じ
て
、
そ
れ
が
金
融
市
場
全
体
の
不
安
定
化
に
つ
な
が
る
可

能
性
が
あ
る
。

第
二
に
、
規
制
ア
ー
ビ
ト
ラ
ー（

４１
）ジの
拡
大
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
金
融
危
機
後
の
規
制
強
化
は
銀
行
関
連
規
制
に
重
点
が
お
か
れ

る
一
方
、
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
規
制
の
議
論
は
や
や
遅
れ
気
味
と
な
っ
て
い
る
。
分
野
ご
と
の
規
制
検
討
の
進
展
度
合
い
が
違
え
ば
、

そ
こ
に
市
場
参
加
者
に
よ
る
規
制
の
抜
け
穴
探
し
、
規
制
ア
ー
ビ
ト
ラ
ー
ジ
の
余
地
が
生
じ
得
る
。
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Ⅲ

金
融
機
関
の
戦
略
変
更

金
融
危
機
後
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
を
目
的
に
多
様
な
分
野
で
進
め
ら
れ
た
国
際
金
融
規
制
改
革
だ
っ
た
が
、
上
述
の
よ
う
な
状
況

が
金
融
機
関
経
営
の
ス
ト
レ
ス
を
高
め
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
本
章
で
は
、
国
際
金
融
規
制
改
革
が
進
展
す
る
な
か
、
金
融
機

関
の
経
営
行
動
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
欧
州
大
手
銀
行
を
例
に
見
て
い
き
た
い
。

一
九
八
〇
年
代
か
ら
の
規
制
緩
和
で
商
業
銀
行
の
枠
か
ら
総
合
金
融
化
を
目
指
し
投
資
銀
行
業
務
を
拡
充
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
ド
イ

ツ
銀
行
、
ス
イ
ス
の
Ｕ
Ｂ
Ｓ
（
旧
ス
イ
ス
銀
行
、
ス
イ
ス
ユ
ニ
オ
ン
銀
行
）、
ク
レ
デ
ィ
ス
イ
ス
・
グ
ル
ー
プ
、
英
国
の
バ
ー
ク
レ
イ
ズ

で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
順
調
に
国
際
投
資
銀
行
業
務
を
拡
充
し
て
き
た
が
、
金
融
危
機
後

の
規
制
強
化
に
よ
り
そ
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
各
行
と
も
自
己
資
本
の
積
み
増
し
、
高
リ
ス
ク
資
産
な
ど
リ
ス
ク
加
重
資
産
（
Ｒ

Ｗ
Ａ
）
の
削
減
（
自
己
資
本
規
制
対
応
）、
低
リ
ス
ク
資
産
な
ど
総
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
削
減
（
レ
バ
レ
ッ
ジ
規
制
対
応
）

を
進
め
つ
つ
、
①
債
券
・
通
貨
・
商
品
部
門
（
Ｆ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
を
中
心
と
す
る
投
資
銀
行
業
務
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
の
縮
小
・
分
離
、

②
資
産
運
用
、
ウ
ェ
ル
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
シ
フ
ト
と
い
っ
た
戦
略
変
更
が
行
わ
れ
て
い
る
。

１

投
資
銀
行
業
務
の
縮
小

他
に
先
駆
け
て
投
資
銀
行
部
門
の
縮
小
に
動
い
た
の
が
、
Ｕ
Ｂ
Ｓ
で
あ
る
。
Ｕ
Ｂ
Ｓ
は
、
一
九
九
八
年
一
月
、
投
資
銀
行
部
門
を
中
核

と
す
る
ス
イ
ス
銀
行
（Sw

iss
B
anking

C
orporation：

SB
C

）、
資
産
運
用
部
門
を
主
力
と
す
る
ス
イ
ス
ユ
ニ
オ
ン
銀
行
（U

nion
B
ank

of
Sw
itzerland：

旧
U
B
S

）
が
合
併
、
旧
Ｓ
Ｂ
Ｃ
勢
を
中
心
に
国
際
投
資
銀
行
業
務
を
グ
ロ
ー
バ
ル
展
開
し
て
き
た
。
旧
Ｓ
Ｂ
Ｃ
は
、
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一
九
九
五
年
に
英
大
手
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
バ
ン
ク
の
Ｓ
Ｇ
ウ
ォ
ー
バ
ー
グ
（SG

W
arburg

）、
一
九
九
七
年
に
は
米
名
門
投
資
銀
行
デ
ィ
ロ

ン
・
リ
ー
ド
（D

illon,
R
ead
&
C
o

）
を
買
収
し
て
い
た
が
、
合
併
後
の
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
、
一
〇
八
億
ド
ル
を
投
じ
て
米
有
力
証
券

会
社
の
ペ
イ
ン
ウ
ェ
ー
バ
ー
（Paine

W
ebber

）
を
買
収
し
、
欧
米
の
投
資
銀
行
・
運
用
業
体
制
を
盤
石
な
も
の
と
し
た
。

し
か
し
、
金
融
危
機
に
伴
い
Ｕ
Ｂ
Ｓ
が
三
七
〇
億
ド
ル
超
の
評
価
損
を
計
上
す
る
と
、
ス
イ
ス
当
局
や
主
要
株
主
の
要
請
に
応
じ
る
形

で
北
米
を
中
心
と
し
た
事
業
リ
ス
ト
ラ
を
断
行
し（

４２
）た。
二
〇
一
一
年
一
一
月
、
Ｕ
Ｂ
Ｓ
は
自
己
勘
定
取
引
、
証
券
化
、
仕
組
債
と
い
っ
た

投
資
銀
行
業
務
の
撤
退
及
び
大
幅
縮
小
を
発
表
、
資
産
運
用
及
び
ウ
ェ
ル
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
中
核
事
業
と
す
る
路
線
に
転
換
し
た
。
投

資
銀
行
部
門
総
資
産
は
二
〇
一
一
年
の
四
、〇
三
五
億
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
（
四
、二
九
三
億
ド
ル
）
か
ら
二
〇
一
四
年
に
は
二
、九
二
三
億
ス

イ
ス
フ
ラ
ン
（
二
、九
五
三
億
ド
ル
）
に
、
同
時
期
の
同
部
門
総
Ｒ
Ｗ
Ａ
は
一
、二
八
一
億
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
（
一
、三
六
三
億
ド
ル
）
か
ら

六
六
七
億
ス
イ
ス
フ
ラ
ン（
六
七
四
億
ド
ル
）に
大
幅
に
減
少
し
て
い（

４３
）る。Ｕ
Ｂ
Ｓ
は
、二
〇
一
七
年
の
グ
ル
ー
プ
総
Ｒ
Ｗ
Ａ
を
二
、〇
〇
〇

億
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
未
満
と
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
末
の
グ
ル
ー
プ
総
Ｒ
Ｗ
Ａ
は
二
、一
六
五
億
ス
イ
ス
フ
ラ
ン

（
二
、一
八
八
億
ド
ル
）
と
、
目
標
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。
二
〇
一
五
年
末
時
点
の
運
用
資
産
額
二
兆
六
、八
九
〇
億
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
（
二

兆
七
、一
三
一
億
ド
ル
）
と
世
界
最
大
の
資
産
運
用
業
者
で
あ
る
同
行
だ
か
ら
こ
そ
、
大
胆
な
路
線
変
更
が
可
能
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。Ｕ

Ｂ
Ｓ
同
様
、
比
較
的
順
調
に
投
資
銀
行
部
門
の
縮
小
を
進
め
て
い
る
の
が
、
英
国
の
バ
ー
ク
レ
イ
ズ
で
あ
る
。
同
行
投
資
銀
行
部
門

は
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
株
式
、
Ｍ
＆
Ａ
助
言
か
ら
撤
退
、
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
債
券
や
証
券
化
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
注
力
し
て
き
た

が
、
金
融
危
機
後
に
破
綻
し
た
リ
ー
マ
ン
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
（
米
国
部
門
）
を
買
収
し
て
か
ら
は
フ
ル
ラ
イ
ン
の
大
手
投
資
銀
行
と
な
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
規
制
な
ど
新
規
制
へ
の
対
応
、
欧
州
経
済
の
鈍
化
か
ら
、
二
〇
一
四
年
に
は
投
資
銀
行
部
門
の
縮
小
に
戦
略
転

換
し
た
。
二
〇
一
四
年
五
月
、
中
期
経
営
計
画
で
投
資
銀
行
部
門
の
大
規
模
リ
ス
ト
ラ（

４４
）策を
発
表
し
、
バ
ッ
ド
バ
ン
ク
へ
の
資
産
の
移
管
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な
ど
に
よ
り
、
Ｒ
Ｗ
Ａ
を
二
〇
一
四
年
中
に
一
〇
％
削
減

し
て
い
る
（
二
〇
一
四
年
総
資
産
は
前
年
比
一
％
増
に
対

し
、
Ｒ
Ｗ
Ａ
は
同
一
〇
・
二
％
減
）。

２

現
状
維
持
を
試
み
る
大
手
銀
行

上
記
二
行
に
比
べ
、
ド
イ
ツ
銀
行
、
ク
レ
デ
ィ
ス
イ
ス

の
事
業
リ
ス
ト
ラ
は
遅
れ
気
味
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
銀
行
は
、

一
九
八
〇
年
代
半
ば
よ
り
国
外
金
融
機
関
を
積
極
的
に
買

収
、
そ
の
拡
大
戦
略
の
一
環
と
し
て
一
九
八
九
年
に
英
マ

ー
チ
ャ
ン
ト
バ
ン
ク
最
大
手
モ
ル
ガ
ン
グ
レ
ン
フ
ェ
ル

（M
organ

G
renfell

&
C
o：
M
G

）
を
買
収
し
て
国
際
投

資
銀
行
市
場
に
本
格
参
入
し
た
。
一
九
九
八
年
秋
に
は
米

バ
ン
カ
ー
ス
ト
ラ
ス
ト
（B

ankers
T
rust
&
C
o：
B
T

）

を
買
収
し
て
北
米
に
一
大
投
資
銀
行
拠
点
を
築
き
、
フ
ル

ラ
イ
ン
か
つ
グ
ロ
ー
バ
ル
に
投
資
銀
行
業
務
を
展
開
し
た
。

経
営
改
革
を
重
ね
た
こ
と
に
よ
り
ド
イ
ツ
銀
行
の
投
資
銀

行
業
務
体
制
は
盤
石
と
な
り
、
Ｂ
Ｔ
を
円
滑
に
取
り
込
ん

で
、
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
に
は
株
式
・
債
券
引
受
ラ
ン
キ

【コスト削減】
・２０１８年の非金利コストを２，２００億ユーロ未満に削減
・費用対収益比率を２０１８年に７０％前後、２０２０年には６５％に引下げ
・正社員約９，０００名、契約社員６，０００名を削減
・中南米など世界１０ヶ国のオペレーションを閉鎖

【資本力の強化】
・２０１８年までにレバレッジエクスポージャーを１，７００億ユーロ削減、RWAを９００億ユーロ削減
・２０１５、２０１６年の普通株配当を停止
・２０１８年までに、普通株Tier１比率を最低でも１２．５％維持
・２０１８年末までにレバレッジ比率を最低４．５％、２０２０年末までに５％とすること

【各業務の戦略変更】
①グローバル市場（Global Markets）→撤退・縮小
・債券及び通貨取引をより重視
・CDSのマーケットメイク、RMBSトレーディング等の縮小・撤退
②法人・投資銀行（Corporate & Investment Banking：CIB）→強化
・重点顧客とのリレーションシップを強化、クロスセリングの推進
・ドイツ国内、アジア太平洋地域でのトランザクション・バンキングの拡充
・アドバイザリー、株式市場部門（ECM）のシェア拡大
③個人・中小企業・ウェルスマネジメント（Private,Wealth & Commercial Clients）→再構築・強化
・欧州のプライベートバンキング、米国・アジアの富裕層取引の拡充
・２００超の銀行支店を閉鎖
・２０１０年に買収したポストバンクを再上場し連結対象外へ、中国の華夏銀行（Hua Xia Bank）の
株式持分１９．９％の売却
④資産運用（Asset Management）→強化
・リタイアメント、年金関連の商品サービス提供力の強化
・フロント、バックオフィスの業務自動化の推進

図表４ ドイツ銀行の新５ヶ年計画の概要（Strategy 2020）

（出所）Deutsche Bank News Releaseより筆者作成
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ン
グ
で
米
大
手
投
資
銀
行
に
比
肩
す
る
実
績
を
あ
げ
た
。
そ
し
て
、
国
際

投
資
銀
行
市
場
に
お
け
る
「
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
バ
ン

ク
」
の
一
つ
と
い
う
評
価
を
得
る
に
至
っ（

４５
）た。

ド
イ
ツ
国
内
の
リ
テ
ー
ル
銀
行
市
場
で
は
、
貯
蓄
銀
行
、
振
替
中
央
機

関
の
占
有
率
が
高
く
、
同
部
門
が
二
〇
％
を
超
え
る
Ｒ
Ｏ
Ｅ
を
実
現
し
て

い
た
英
銀
な
ど
に
比
べ
る
と
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
ド
イ
ツ
銀
行
リ
テ
ー

ル
金
融
部
門
の
Ｒ
Ｏ
Ｅ
は
一
ケ
タ
台
後
半
と
大
き
く
見
劣
り
し
て
い
た
。

同
行
は
、
一
九
九
九
年
に
リ
テ
ー
ル
部
門
を
本
体
か
ら
分
離
、
投
資
銀
行

を
中
核
と
し
た
金
融
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
た
。
金
融
危
機
で
は
同
行
も
多
大

な
影
響
を
被
っ
た
が
、
二
〇
一
五
年
半
ば
ま
で
は
、
投
資
銀
行
の
グ
ロ
ー

バ
ル
展
開
の
方
針
は
崩
さ
な
か
っ
た
。

ド
イ
ツ
銀
行
は
、
二
〇
一
二
年
九
月
の
経
営
五
ヶ
年
計
画
（Strategy

2015+

）
で
退
出
・
成
長
さ
せ
る
業
務
を
四
つ
に
区
分
し
、
二
〇
一
五
年

四
月
に
公
表
し
た
経
営
五
ヶ
年
計
画
「
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
二
〇
二
〇

（Strategy
2020

）」で
は
、
①
投
資
銀
行
業
務
の
選
択
的
な
再
構
築
（
強

化
・
縮
小
・
撤
退
）、
②
ポ
ス
ト
バ
ン
ク
の
再
上
場
計
画
な
ど
リ
テ
ー
ル

部
門
の
リ
ス
ト
ラ
の
方
針
を
発
表
し
て
い
る
（
図
表
４
）。

金
融
危
機
後
も
、
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
資
産
（
Ｒ
Ｗ
Ａ
）
は
顕
著
に
削
減

図表５ ドイツ銀行のRWAの推移

（出所）ドイツ銀行資料より筆者作成
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さ
れ
て
い
な
い
（
図
表
５
）。
し
か
し
、
二
〇
一
五
年
末
か
ら
「
ド
イ
ツ
銀
行
危
機
説
」
が
信
憑
性
を
も
っ
て
報
道
さ
れ
て
い
る
。
二
〇

一
五
年
決
算
は
七
五
億
ド
ル
の
赤
字
を
計
上
、
偶
発
転
換
社
債
（C

oC
o債

）
利
払
い
不
能
の
市
場
観
測
な
ど
か
ら
、
昨
夏
以
来
株
価
は

大
き
く
低
迷
し
て
い
る
。

ク
レ
デ
ィ
ス
イ
ス
・
グ
ル
ー
プ
は
、
Ｕ
Ｂ
Ｓ
同
様
、
規
制
改
革
に
伴
い
投
資
銀
行
部
門
の
縮
小
、
ウ
ェ
ル
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
重
視
を

基
本
方
針
と
し
、
証
券
化
、
新
興
市
場
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
商
品
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
等
の
撤
退
・
縮
小
に
努
め
て
き
た
。
し
か
し
、

二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
五
年
は
、
む
し
ろ
グ
ル
ー
プ
内
の
投
資
銀
行
業
務
の
利
益
シ
ェ
ア
は
上
昇
、
同
期
間
は
Ｕ
Ｂ
Ｓ
に
比
べ
て
Ｒ
Ｗ

Ａ
の
削
減
ペ
ー
ス
は
遅
れ
気
味
で
あ
る
。

二
〇
一
五
年
三
月
に
は
、
債
券
・
商
品
・
通
貨
部
門
の
Ｒ
Ｗ
Ａ
を
一
、
五
〇
〇
億
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
（
約
一
、四
九
〇
億
ユ
ー
ロ
）
削
減
、

投
資
銀
行
部
門
で
二
、
九
〇
〇
名
を
削
減
す
る
リ
ス
ト
ラ
計
画
が
発
表
さ（

４６
）れ、
同
年
一
〇
月
に
は
、
①
ウ
ェ
ル
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
新
興

国
市
場
の
重
視
、
②
投
資
銀
行
部
門
は
ウ
ェ
ル
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
準
ず
る
位
置
づ
け
、
③
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
中
心
に
Ｒ
Ｗ
Ａ
を
削
減
、

④
国
内
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
バ
ン
ク
部
門
を
創
設
、
二
〇
一
七
年
ま
で
に
上
場
さ
せ
る
こ
と
を
主
な
内
容
と
す
る
新
経
営
戦
略
を
発
表
し
て
お

り
、
二
〇
一
五
年
七
月
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
就
任
し
た
テ
ィ
ー
ジ
ャ
ン
・
テ
ィ
ア
ム
氏
の
下
で
の
事
業
リ
ス
ト
ラ
が
注
目
さ
れ
て
い（

４７
）る。

上
記
四
行
は
、
欧
州
を
代
表
す
る
大
手
金
融
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
そ
の
経
営
戦
略
は
国
家
レ
ベ
ル
の
政
策
に
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て

い
る
。
二
〇
一
五
年
二
月
、
欧
州
委
員
会
（
Ｅ
Ｃ
）
は
資
本
市
場
同
盟
（C

apital
M
arkets

U
nion

）
に
関
す
る
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
「
資

本
市
場
同
盟
の
創（

４８
）設」
を
公
表
し
て
い
る
。
同
ペ
ー
パ
ー
は
、
欧
州
企
業
の
間
接
金
融
中
心
か
ら
証
券
市
場
を
加
味
し
た
複
線
的
な
資
金

調
達
手
段
の
拡
大
を
目
指
す
が
、
欧
州
大
手
銀
行
の
事
業
リ
ス
ト
ラ
の
動
き
は
、
当
該
政
策
に
逆
行
す
る
も
の
と
い
え
る
。

国
際
金
融
規
制
改
革
と
わ
が
国
金
融
機
関
と
の
関
連
に
つ
い
て
い
え
ば
、
金
融
危
機
後
、
わ
が
国
金
融
機
関
が
欧
州
大
手
銀
行
ほ
ど
の
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事
業
リ
ス
ト
ラ
や
戦
略
転
換
を
実
施
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
投
資
銀
行
ビ
ジ
ネ
ス
は
証
券
引
受
な
ど
対
顧
客
ビ
ジ
ネ
ス
が
中

心
で
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
や
証
券
化
は
主
力
業
務
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
金
融
危
機
に
よ
り
甚
大
な
影
響
を
受
け
た
例
は

少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
欧
米
先
進
国
を
中
心
に
進
む
国
際
金
融
規
制
改
革
は
、
わ
が
国
の
大
手
の
邦
銀
や
証
券
業
者
、
金
融
市
場
に
少

な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
、
今
後
邦
銀
の
金
利
リ
ス
ク
は
高
ま
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
最
近
の
日
銀
金
融
政
策
で
は
国
債
の
大
量
購
入
が
継
続
し
国
債

利
回
り
が
低
下
、
長
期
国
債
を
大
量
保
有
す
る
邦
銀
は
、
金
利
変
動
の
リ
ス
ク
を
ま
と
も
に
受
け
か
ね
な
い
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
金
利

リ
ス
ク
規
制
が
増
強
さ
れ
る
と
、
長
期
金
利
の
上
昇
、
日
銀
の
大
量
継
続
に
よ
る
市
場
流
動
性
の
低
下
に
よ
っ
て
、
金
融
シ
ス
テ
ム
や
日

本
経
済
の
不
安
定
化
を
招
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に
〜
規
制
改
革
の
中
で
台
頭
す
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
論
〜

金
融
危
機
後
、
二
〇
〇
九
年
よ
り
本
格
化
し
た
国
際
金
融
規
制
改
革
は
、
二
〇
一
九
年
頃
に
は
ひ
と
つ
の
区
切
り
を
迎
え
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
近
年
の
金
融
危
機
は
、
世
界
経
済
・
金
融
に
対
し
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
衝
撃
度
を
「
一
〇
〇
年
に
一
度
の
危
機
」

と
評
す
る
向
き
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
二
度
と
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
事
態
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
、
世
界
の
先
進
国
が
一
致
協
力
し
て
国
際

金
融
規
制
を
見
直
そ
う
と
始
ま
っ
た
の
が
国
際
金
融
規
制
改
革
で
あ
っ
た
。
改
革
の
過
程
で
は
い
く
つ
か
の
成
果
が
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、

バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
の
段
階
に
あ
っ
た
自
己
資
本
規
制
は
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
、
バ
ー
ゼ
ル
三
・
五
（
又
は
バ
ー
ゼ
ル
Ⅳ
）
と
発
展
的
に
改
善
が
進
み
、

金
融
機
関
の
健
全
性
監
督
は
さ
ら
に
精
鋭
化
し
た
（
自
己
資
本
規
制
の
対
応
資
本
や
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
債
な
ど
を
Ｒ
Ｗ
Ａ
比
で
二
〇
二
二
年
に

一
八
％
保
有
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
が
、
自
己
資
本
比
率
の
適
正
水
準
に
関
す
る
検
討
は
当
面
継
続
す
る
と
考
え
ら
れ
る
）。
ま
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た
、
マ
ク
ロ
健
全
性
監
督
の
体
制
を
形
成
し
た
こ
と
も
一
定
の
意
義
が
あ
っ
た
。
中
央
銀
行
を
中
心
に
財
務
・
金
融
当
局
が
、
一
致
協
力

し
て
自
国
の
み
な
ら
ず
世
界
の
金
融
資
本
市
場
や
経
済
、
リ
ス
ク
の
所
在
に
つ
い
て
幅
広
く
監
視
す
る
仕
組
み
は
画
期
的
で
あ
っ
た
。

し
か
し
最
近
目
に
付
く
の
は
、
規
制
の
複
雑
化
、
特
に
各
国
レ
ベ
ル
で
策
定
さ
れ
る
規
制
が
様
々
な
思
惑
で
歪
め
ら
れ
、
実
質
的
に
骨

抜
き
と
な
っ
た
り
当
初
の
目
的
（
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
）
の
阻
害
要
因
と
な
り
か
ね
な
い
状
況
が
生
じ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
規
制
強

化
に
向
け
た
検
討
が
行
き
過
ぎ
て
、
結
果
的
に
金
融
市
場
を
混
乱
さ
せ
、
金
融
機
関
を
翻
弄
し
て
そ
の
機
能
や
能
力
を
弱
め
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
本
末
転
倒
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
国
際
金
融
規
制
改
革
が
目
指
し
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
統
一
さ
れ
た
規
制
を
規
定
し
そ
れ
を
各
国
の
法
規
制
に
落
と
し
込
む
と

い
う
仕
組
み
、
そ
れ
を
通
じ
た
金
融
規
制
の
世
界
統
一
化
は
適
切
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
国
の
金
融
制
度
は
、
独
自
の
歴
史
、
国

民
性
、
慣
行
、
経
済
・
社
会
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
要
素
の
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
規
制
の
内
容
や
度
合
い

は
各
国
間
で
異
な
っ
て
い
る
。
各
々
独
自
の
も
の
を
「
危
機
へ
の
対
応
」
の
下
に
統
一
化
し
よ
う
と
い
う
試
み
自
体
に
い
さ
さ
か
無
理
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
の
規
制
な
ら
ば
、
従
来
通
り
自
己
資
本
規
制
な
ど
を
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
・
ベ
ー
ス

で
課
す
こ
と
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
り
、
各
国
法
の
レ
ベ
ル
（
ハ
ー
ド
・
ロ
ー
）
に
踏
み
込
ん
で
世
界
共
通
性
を
求
め
た
場
合
、
規
制
の
策
定

や
運
用
は
必
ず
し
も
円
滑
に
は
行
か
な
い
。
例
え
ば
、
国
際
金
融
規
制
改
革
の
主
要
課
題
で
あ
る
破
綻
処
理
制
度
に
つ
い
て
も
、
各
国
で

異
な
る
破
産
法
を
前
に
し
た
時
、
グ
ロ
ー
バ
ル
規
制
を
そ
れ
に
適
合
さ
せ
る
の
は
極
め
て
困
難
な
作
業
と
な
る
の
で
あ
る
。

危
機
へ
の
対
応
に
向
け
実
施
す
べ
き
は
、
金
融
規
制
の
国
際
統
一
よ
り
も
最
も
根
本
の
部
分
で
あ
る
。D

avis

﹇
二
〇
一
五
﹈
は
、
金

融
規
制
が
複
雑
化
し
実
効
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
状
況
に
鑑
み
、
国
際
金
融
規
制
改
革
の
手
法
を
批
判
す
る
一
方
、
英
国
に
お
け
る
過
去
の

試
み
な
ど
を
参
考
に
、
市
場
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
金
融
機
関
個
々
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
を
図
る
よ
う
提
言
し
て
い
る
。
経
営
陣
や
幹
部

社
員
に
対
し
、
報
酬
体
系
を
含
む
行
動
規
範
を
設
置
し
そ
の
監
視
を
受
け
る
と
と
も
に
、
違
反
行
為
な
ど
に
は
高
水
準
な
制
裁
措
置
を
用
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意
す
べ
き
と
し
て
い
る
。当
該
研
究
の
作
成
者
ハ
ワ
ー
ド
・
デ
イ
ビ
ス
氏
は
、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
副
総
裁
、英
金
融
サ
ー
ビ
ス
機
構（U

K
-

FSA

）
初
代
理
事
長
を
歴
任
し
て
お
り
、
実
務
家
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
過
去
七
年
間
に
及
ん
だ
国
際
金
融
規
制
改
革
の
内
容
は
大
い
に

違
和
感
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、R

iles

﹇
二
〇
一
四
﹈
は
、
重
要
な
金
融
規
制
を
国
際
的
に
統
一
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
各
国
国
内
の
政
治
的
・
経
済
的
な

利
害
衝
突
が
起
こ
り
規
制
上
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
悪
化
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
提
案
の
中
核
は
、
「
法
律
の
抵
触
（C

onflicts
of

L
aw
s

）
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
あ
る
。
規
制
ア
ー
ビ
ト
ラ
ー
ジ
は
、
国
家
主
権
や
国
家
経
済
の
安
定
を
脅
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
各
国
ご
と

に
異
な
る
規
制
を
国
際
的
に
統
一
化
す
る
試
み
に
お
い
て
は
、
国
内
の
政
治
的
・
経
済
的
な
利
害
が
国
際
的
な
利
害
と
衝
突
す
る
場
合
、

規
制
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
退
化
し
て
し
ま
う
。
「
法
律
の
抵
触
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
そ
の
代
わ
り
に
採
用
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
の
が
、R

iles

の
提
案
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
全
て
の
金
融
機
関
に
適
用
さ
れ
る
規
制
を
共
通
の
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
金
融
機
関
の
行

動
に
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
ど
の
国
家
の
法
律
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
を
特
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
一
国
の
規
制
が
、
そ
の
地

に
所
在
す
る
国
際
企
業
に
あ
る
い
は
そ
の
地
域
に
本
社
を
構
え
る
企
業
の
国
際
活
動
に
ど
の
程
度
適
用
さ
れ
る
か
（
及
ぶ
の
か
）
を
慎
重

に
定
義
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

金
融
規
制
の
国
際
的
統
一
化
と
い
う
壮
大
で
実
現
が
困
難
な
課
題
に
取
り
組
む
よ
り
も
前
に
、
近
年
の
金
融
危
機
の
根
本
原
因
が
個
々

の
金
融
機
関
、
そ
の
役
職
員
に
よ
る
過
度
の
リ
ス
ク
テ
イ
ク
行
動
に
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
、
金
融
機
関
の
適
切
な
ガ
バ
ナ
ン
ス

体
制
の
構
築
を
重
視
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
有
益
な
示
唆
と
考
え
ら
れ
る
。
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R
eport

of
the
F
SB
W
orkstream

on

Securities
L
ending

and
R
epos,A

pr.27.

FSB
[2013],

R
ecovery

and
R
esolution

P
lanning

for
System

ically
Im
portant

F
inancial

Institutions:
G
uidance

on
D
eveloping

R
esolution

Strategies,
Jul.16.

FSB
[2013],

R
ecovery

and
R
esolution

P
lanning

for
System

ically
Im
portant

F
inancial

Institutions:
G
uidance

on
D
eveloping

E
ffective

R
esolution

Strategies,
Jul.16.

FSB
[2014],

Strengthening
O
versight

and
R
egulation

of
Shadow

B
anking:

R
egulatory

fram
ew
ork
for
haircuts

on
non-centrally

cleared

securities
financing

transactions,
O
ct.14.

FSB
[2014],

A
dequacy

of
L
oss-absorbing

C
apacity

of
G
lobal

System
ically

Im
portant

B
anks

in
R
esolution,

C
onsultive

D
cocum

ent,
N
ov.

FSB
[2014],

Transform
ing
Shadow

B
anking

into
R
esilient

M
arket-based

F
inancing:

A
n
O
verview

of
P
rogress

and
a
R
oadm

ap
for
2015,

N
ov.14.

B
C
B
S
[2015],

H
aircut

floors
for
non-centrally

cleared
securities

financing
transactions,

C
onsultive

D
ocum

ent,
N
ov.5.

E
uropean

C
om
m
ission

[2015],
G
reen

Paper:
B
uilding

a
C
apital

M
arkets

U
nion,

Feb.18.

FSB
[2015],

P
rinciples

on
L
oss-absorbing

and
R
ecapitalisation

C
apacity

of
G
-SIB
s
in
R
esolution

Total
L
oss-absorbing

C
apacity

(T
L
A
C
)Term

Sheet,
N
ov.9.
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G
am
bacorta,

L
and
R
ixtel,A

[2013]Structural
bank

regulation
initiatives:

approaches
and
im
plications,

B
IS
W
orking

Papers
N
o
412,A

pr.

H
aldane,

A
[2012],

O
n
being

the
right

size,
Speech

given
at
the
Institute

of
E
conom

ic
A
ffairs’

22nd
A
nnual

series,
T
he
B
eesley

L
ectures,

O
ct.25.

H
aldane,A

[2013],
H
ave
w
e
solved

‘too-big-to-fail’
?,V
ox,
Jan.17.

Johnson,
S
[2009],

T
he
N
ature

of
M
odern

Finance,
T
he
B
aseline

Scenario,
Sep.1.

https://baselinescenario.com
/2009/09/01/the-nature-of-m

odern-finance/

K
obrak,

C
hristopher

[2007],
B
anking

on
global

m
arkets:

D
eutsche

B
ank
and
the
U
nited

States,
1870

to
the
present,

C
am
bridge

U
niversity

Press

N
izan

P,
G
.
[2013],

T
he
C
ase
A
gainst

the
D
odd-Frank

A
ct’s
L
iving

W
ills:
C
ontingency

Planning
Follow

ing
the
Financial

C
risis,

B
erkeley

B
usiness

L
aw
Journal,V

ol.9,
Issue.1

R
iles,A

nnelise
[2014],

M
anaging

R
egulatory

A
rbitrage:

A
C
onflict

of
L
aw
s
A
pproach,

C
ornell

L
egal
Studies

R
esearch

Paper,
Sep.

G
olden,

Jeffrey
[2010],

T
he
F
uture

of
F
inancial

R
egulation:

T
he
R
ole
of
the
C
ourts,

O
xford

L
aw
Faculty

﹇
註
﹈

（
１
）
新
規
制
へ
の
移
行
の
実
施
は
、
二
〇
一
三
年
一
月
に
始
ま
り
移
行
期
間
を
経
て
二
〇
一
九
年
一
月
ま
で
継
続
す
る
。

（
２
）
適
格
流
動
性
資
産
を
一
定
の
ス
ト
レ
ス
時
に
お
け
る
三
〇
日
間
の
ネ
ッ
ト
資
金
流
出
額
で
除
し
た
数
値
が
一
〇
〇
％
以
上
と
な
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
た
。
二
〇
一
一
年
一
月
一
日
か
ら
の
観
察
期
間
を
経
て
、
Ｌ
Ｃ
Ｒ
は
二
〇
一
五
年
一
月
一
日
か
ら
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
３
）
安
定
調
達
額
（
資
本
＋
預
金
・
市
場
性
調
達
の
一
部
）
を
所
要
安
定
調
達
額
（
資
産
×
流
動
性
に
応
じ
た
ヘ
ア
カ
ッ
ト
）
で
除
し
た
数
値
が
一
〇
〇

％
超
で
あ
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
Ｎ
Ｓ
Ｆ
Ｒ
は
、
二
〇
一
八
年
一
月
一
日
か
ら
最
低
基
準
に
移
行
予
定
で
あ
る
。

（
４
）
例
え
ば
、
社
外
流
出
規
制
、
資
本
保
全
バ
ッ
フ
ァ
ー

(C
apital

C
onservation

B
uffer)

、
カ
ウ
ン
タ
ー
シ
ク
リ
カ
ル
な
追
加
的
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー

(C
ounter-cyclical

C
apital

B
uffer

add-on)

の
導
入
な
ど
が
あ
る
。

（
５
）

B
asel
C
om
m
ittee

on
B
anking

Supervision
(B
C
B
S)
[2015],

Interest
R
ate
R
isk
in
the
B
anking

B
ook,

consultive
docum

ent,
Jun.

（
６
）
第
一
の
柱
に
よ
れ
ば
、
パ
ラ
メ
ー
タ
の
内
部
推
計
は
認
め
る
が
、
資
本
賦
課
の
計
測
プ
ロ
セ
ス
で
は
標
準
的
方
式
を
基
本
と
し
、
銀
行
の
内
部
モ

デ
ル
に
基
づ
く
方
式
を
認
め
な
い
。
ま
た
、
第
二
の
柱
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
レ
ベ
ル
原
則
及
び
情
報
開
示
に
よ
る
市
場
規
律

(Pillar3)

に
基
づ
く
対
応

と
な
っ
て
い
る
。



31 最近の国際金融規制改革の展開と大手銀行の戦略変更

（
７
）

B
C
B
S
[2015],

T
he
B
asel
C
om
m
ittee’s

w
ork
program

m
e
for
2015

and
2016,

Jan.
（
８
）

B
C
B
S
[2014],

B
asel
III
L
everage

R
atio
F
ram
ew
ork
and
D
isclosure

R
equirem

ents,
Jan.

（
９
）
同
文
書
は
、
①
現
金
を
変
動
証
拠
金
と
す
る
場
合
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
か
ら
の
控
除
を
可
能
と
す
る
、
②
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
銀
行
に
関

す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
計
算
方
法
を
明
示
、
③
証
券
金
融
取
引
（
レ
ポ
取
引
等
）
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
に
お
い
て
、

一
定
要
件
を
満
た
す
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
間
の
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
認
め
る
、
④
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
項
目
の
信
用
相
当
額
へ
の
変
換
方
法
を
詳
細
に
規

定
、
⑤
連
結
ベ
ー
ス
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
公
表
（
二
〇
一
五
年
一
月
一
日
よ
り
、
毎
四
半
期
ご
と
）
と
い
っ
た
点
で
、
二
〇
一
三
年
六
月
の
協
議

文
書
を
修
正
・
変
更
し
て
い
る
。

（
１０
）

B
C
B
S
[2014],

R
evisions

to
the
B
asel
III
leverage

ratio
fram
ew
ork,
C
onsultive

D
ocum

ent,A
pr.

（
１１
）

B
C
B
S
[2014],

R
evisions

to
the
Securitisation

F
ram
ew
ork,
B
asel
III
D
ocum

ent,
D
ec.11

資
本
賦
課
方
式
と
し
て
、
内
部
格
付
方
式
、
外
部

格
付
方
式
、
標
準
的
方
式
の
三
方
式
と
適
用
順
位
に
係
る
規
則
で
、
二
〇
一
八
年
一
月
に
適
用
の
予
定
。

（
１２
）

B
C
B
S
[2014],

Supervisory
F
ram
ew
ork
for
M
easuring

and
C
ontrolling

L
arge

E
xposures,A

pr.

（
１３
）

B
C
B
S
[2014],

O
perational

R
isk-R

evisions
to
the
Sim
pler
A
pproaches,

C
onsultive

D
ocum

ent,
O
ct.

（
１４
）
第
二
次
協
議
文
書
（
二
〇
一
五
年
一
二
月
）
は
、B

C
B
S
[2015],

R
evisions

to
the
Sitandardised

A
pproach

for
C
redit

R
isk,
second

consultive

docum
ent,

D
ec.

二
〇
一
六
年
三
月
に
は
、
信
用
リ
ス
ク
の
資
本
賦
課
に
つ
い
て
、
銀
行
の
内
部
格
付
手
法
の
利
用
を
制
限
す
る
協
議
文
書
を
公
表
。

B
C
B
S
[2016],

R
educing

variation
in
credit

risk-w
eighted

assets-constraints
on
the
use
of
internal

m
odel

approaches,
C
onsultive

D
ocum

ent,
M
ar.,

（
１５
）
漆
畑[2014],

p.66.

（
１６
）
再
生
計
画(R
ecovery

Plan)

は
、
金
融
機
関
が
厳
し
い
ス
ト
レ
ス
状
況
に
入
っ
た
際
に
財
務
健
全
化
や
存
続
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
の
対
策
オ

プ
シ
ョ
ン
を
特
定
す
る
計
画
で
あ
る
。

（
１７
）
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
全
般
に
対
す
る
見
方
と
し
て
は
、
例
え
ばH

aldane
[2013]

（
１８
）
詳
し
く
は
、
漆
畑[2013],

pp.44−
49.

（
１９
）FSB
[2014],

A
dequacy

of
L
oss-absorbing

C
apacity

of
G
lobal

System
ically

Im
portant

B
anks

in
R
esolution,C

onsultive
D
cocum

ent,
N
ov.

（
２０
）FSB

[2015],
P
rinciples

on
L
oss-absorbing

and
R
ecapitalisation

C
apacity

of
G
-SIB
s
in
R
esolution

Total
L
oss-absorbing

C
apacity

(T
L
A
C
)

Term
Sheet,

N
ov.9.

（
２１
）
最
終
報
告
書
は
、
同
時
に
二
〇
一
九
年
一
月
か
ら
六
％
以
上
、
二
〇
二
二
年
一
月
か
ら
六
・
七
五
％
以
上
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
（
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
ベ
ー
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ス
）
の
維
持
を
求
め
て
い
る
。

（
２２
）
日
本
経
済
新
聞

二
〇
一
六
年
三
月
一
六
日
付

二
〇
一
九
年
ま
で
に
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル
ー
プ
は
二
兆
円
超
、
三
井
住
友

フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル
ー
プ
は
約
一
兆
円
、
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル
ー
プ
は
一
・
二
兆
円
の
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
債
を
発
行
す
る
見
通
し
で
あ
る
。

（
２３
）
当
該
条
項
は
、
①
国
債
、
政
府
機
関
債
、
州
・
地
方
債
を
除
き
、
連
邦
準
備
制
度
加
盟
銀
行
本
体
に
よ
る
証
券
発
行
・
引
受
を
禁
止
（
第
一
六
条
）、

②
加
盟
銀
行
が
主
と
し
て
証
券
業
務
を
営
む
会
社
を
系
列
化
し
親
子
関
係
に
な
る
こ
と
を
禁
止
（
第
二
〇
条
）、
③
証
券
会
社
の
預
金
受
入
れ
を
禁

止（
第
二
一
条
）、
④
加
盟
銀
行
と
証
券
会
社
の
役
員
兼
任
を
禁
止（
第
三
二
条
）の
四
つ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
二
〇
条
、
第
三
二
条
は
、
一
九
九
九

年
一
一
月
の
グ
ラ
ム
・
リ
ー
チ
・
ブ
ラ
イ
リ
ー
法

(G
ram
m
-L
each-B

liley
A
ct)

成
立
に
伴
い
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
同
法
成
立
に
伴
い
、
銀
行
は
金

融
持
株
会
社

(Financial
H
olding

C
om
pany：

FH
C
)

を
設
立
し
、
そ
の
傘
下
子
会
社
と
し
て
証
券
会
社
・
投
資
銀
行
を
設
立
す
る
こ
と
で
（
銀
行

も
Ｆ
Ｈ
Ｃ
の
傘
下
子
会
社
と
な
る
）、
投
資
銀
行
専
業
業
者
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
の
証
券
・
投
資
銀
行
業
務
に
従
事
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
２４
）
緩
和
内
容
と
し
て
は
、
①
小
規
模
銀
行
に
対
す
る
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
の
免
除
、
②
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
銀
行
に
よ
る
単
純
な
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
商
品
の

販
売
許
容
、
③
海
外
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
第
一
次
損
失
吸
収
力
（
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｃ
）
の
算
定
か
ら
除
外
、
④
破
綻
処
理
バ
ッ
フ
ァ
ー
の
不
採
用
等

（
２５
）

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-85_en.htm

（
２６
）
リ
ー
カ
ネ
ン
報
告
書
で
は
、
銀
行
が
高
リ
ス
ク
業
務
を
強
制
的
に
分
離
す
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
た
が
、
二
〇
一
四
年
の
規
則
案
は
こ
れ
を
分
離
で

な
く
禁
止
と
し
た
。
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
は
二
〇
一
七
年
一
月
、
特
定
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
の
分
離
は
二
〇
一
八
年
七
月
に
実
施
の
予
定
で

あ
る
。

（
２７
）
法
案
成
立
は
、
ド
イ
ツ
が
二
〇
一
三
年
八
月
（
実
施
は
二
〇
一
六
年
七
月
か
ら
）、
フ
ラ
ン
ス
が
二
〇
一
三
年
七
月
（
実
施
は
二
〇
一
五
年
七
月

か
ら
）。

（
２８
）
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
（
本
体
か
ら
分
離
す
べ
き
）
自
己
勘
定
取
引
の
う
ち
特
定
業
務
は
例
外
と
し
て
銀
行
本
体
で
行
え
る
。
特
に
値
付
け
業
務
は

銀
行
本
体
で
行
う
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
Ｅ
Ｕ
リ
ー
カ
ネ
ン
報
告
書
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

（
２９
）

FSB
[2011],

Shadow
B
anking:

Strengthening
O
versight

and
R
egulation,

R
ecom

m
endations

of
the
Financial

Stability
B
oard,

O
ct.27.

（
３０
）

FSB
[2014],

Transform
ing
Shadow

B
anking

into
R
esilient

M
arket-based

F
inancing:

A
n
O
verview

of
P
rogress

and
a
R
oadm

ap
for
2015,

N
ov.14.

（
３１
）

FSB
[2012],

Securities
L
ending

and
R
epos:

M
arket

O
verview

and
F
inancial

Stability
Issues,

Interim
R
eport

of
the
FSB

W
orkstream

on

Securities
L
ending

and
R
epos,A

pr.27.

（
３２
）

FSB
[2014],

Strengthening
O
versight

and
R
egulation

of
Shadow

B
anking:

R
egulatory

fram
ew
ork
for
haircuts

on
non-centrally

cleared
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securities

financing
transactions,

O
ct.14.

（
３３
）

B
C
B
S
[2015],

H
aircut

floors
for
non-centrally

cleared
securities

financing
transactions,

C
onsultive

D
ocum

ent,
N
ov.5.

（
３４
）

FSB
[2015],

O
T
C
D
erivatives

M
arket

R
eform

s-N
inth
P
rogress

R
eport

on
Im
plem
entation,

Jul.24.

（
３５
）

International
O
rganization

of
Securities

C
om
m
issions

[2015],
H
arm
onisation

of
the
U
nique

Transaction
Identifier,A

ug,
IO
SC
O
[2015],

H
arm
onisation

of
a
firstthe

batch
of
key
O
T
C
derivatives

data
elem
ents,

Sep.

（
３６
）

B
C
B
S
[2010],

B
asel
III:
A
global

regulatory
fram
ew
ork
for
m
ore
resilient

banks
and
banking

system
s,
D
ec

及
びB

C
B
S
[2010],

B
asel

III:
International

fram
ew
ork
for
liquidity

risk
m
easurem

ent,
standards

and
m
onitoring,

D
ec.

（
３７
）

FSB
[2011],

Policy
M
easures

to
A
ddress

System
ically

Im
portant

F
inancial

Institutions,
N
ov.

（
３８
）
金
融
庁
「
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
五
年
法
律
第
四
五
号
）
に
係
る
説
明
資
料

平
成
二
五
年
六
月

一
八
頁

（
３９
）

http://w
w
w
.fsa.go.jp/new

s/26/syouken/20140703-3.htm
l

（
４０
）
英
国
の
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
規
定
の
場
合
も
、
二
〇
一
一
年
九
月
の
最
終
報
告
書
の
公
表
以
降
も
規
定
の
再
検
討
は
続
き
、
二
〇
一
二
年
六
月
に
英

政
府
が
公
表
し
た
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー
に
お
い
て
、
小
規
模
銀
行
に
対
す
る
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
規
定
の
免
除
、
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
銀
行
に
よ
る
単
純

な
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
商
品
の
取
扱
い
の
容
認
、
破
綻
処
理
バ
ッ
フ
ァ
ー
賦
課
の
取
り
止
め
な
ど
、
い
く
つ
か
の
項
目
の
内
容
が
緩
和
さ
れ
た
。

（
４１
）
例
え
ば
、
オ
フ
シ
ョ
ア
投
資
家
が
、
オ
フ
シ
ョ
ア
市
場
で
ブ
ッ
キ
ン
グ
又
は
規
制
対
象
外
の
法
人
を
使
い
規
制
回
避
を
図
ろ
う
と
す
る
な
ど
は
、

国
家
間
の
制
度
の
違
い
を
利
用
し
た
規
制
ア
ー
ビ
ト
ラ
ー
ジ
の
典
型
例
で
あ
る
。R

iles
[2014],

p.66.

（
４２
）

W
all
Street

Journal,
M
ar.26,

2010

例
え
ば
、
二
〇
一
〇
年
三
月
に
は
北
米
証
券
部
門
で
二
五
名
の
マ
ネ
ジ
ン
グ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
含
む
約

二
〇
〇
名
を
削
減
し
て
い
る
。

（
４３
）
グ
ル
ー
プ
総
資
産
は
二
〇
一
一
年
の
一
兆
四
、
一
七
〇
億
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
（
一
兆
五
、
〇
七
六
億
ド
ル
）
か
ら
二
〇
一
四
年
に
は
一
兆
六
二
五
億

ス
イ
ス
フ
ラ
ン
（
一
兆
七
三
六
億
ド
ル
）
に
、
同
時
期
の
総
Ｒ
Ｗ
Ａ
は
二
、
四
一
〇
億
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
（
二
、
五
六
四
億
ド
ル
）
か
ら
二
一
七
億
ス

イ
ス
フ
ラ
ン
（
二
一
九
億
ド
ル
）
に
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
（
本
文
と
も
に
二
〇
一
一
年
末
、
二
〇
一
四
年
末
の
為
替
レ
ー
ト
で
換
算
）。

（
４４
）

B
arclays

G
roup

Strategy
U
pdate,

M
ay.2014

（
４５
）
例
え
ば
、K

obrak

〔2007

〕,pp.352−
353

二
〇
〇
五
年
の
同
行
投
資
銀
行
部
門
の
純
営
業
収
益
は
、
Ｊ
Ｐ
モ
ル
ガ
ン
チ
ェ
ー
ス
、
シ
テ
ィ
グ
ル
ー

プ
に
次
ぐ
世
界
第
三
位
に
成
長
し
て
い
た
。
グ
ル
ー
プ
純
営
業
収
益
二
五
六
億
ユ
ー
ロ
の
う
ち
六
二
％
（
一
五
九
億
ユ
ー
ロ
）
が
投
資
銀
行
部
門
で

占
め
ら
れ
て
お
り
、
同
部
門
の
税
引
前
利
益
は
、
前
年
比
五
七
％
増
の
四
八
億
ユ
ー
ロ
と
、
全
行
の
四
分
の
三
に
相
当
し
て
い
た
。
投
資
銀
行
業
務

の
要
で
あ
る
株
式
・
債
券
引
受
実
績
は
、
二
〇
〇
五
年
及
び
二
〇
〇
六
年
に
グ
ロ
ー
バ
ル
ベ
ー
ス
で
世
界
第
三
位
と
な
り
、
国
際
投
資
銀
行
市
場
に
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お
け
る
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
大
い
に
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
４６
）

R
euters

N
ew
s,
M
ar.10,

2015.
（
４７
）
テ
ィ
ア
ム
氏
は
、
米
大
手
保
険
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
の
出
身
で
投
資
銀
行
業
務
に
疎
い
こ
と
か
ら
、
今
後
同
部
門
の
縮
小
を
加
速
と
の
観
測
が
あ
る
。

（
４８
）

E
uropean

C
om
m
ission

[2015],
G
reen

Paper:
B
uilding

a
C
apital

M
arkets

U
nion,

Feb.18.


